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P r o f i l e

最新労働法解説

講師●中山・男澤法律事務所パートナー弁護士
増田陳彦（ますだ　のぶひこ）

　最近の企業実務においては、有期労働
契約を結ぶ場合に、あらかじめ有期労働
契約の通算期間または更新回数の上限を
定め、運用されることが多くなっている
かと思いますが、通算期間あるいは更新
回数の上限をもって雇止めをすることは
どこまで可能なのでしょうか。特に近時
は有期労働契約書で不更新条項を定めて
合意しているにもかかわらず、契約満了
後になって争いになるケースが多く、裁
判例も出ています。

　今回、講師には、中山・男澤法律事務
所の弁護士、増田先生をお招きし、どの
ような場合に雇止めが有効とされ、ある
いは無効とされるのか、また、不更新条
項（通算期間または更新回数に上限を設
けること）はどのように設定し運用する
べきなのか、さらに有期労働契約法制の
規制強化により、有期労働契約が５年を
超えて反復更新された場合の無期転換制
度への対策等について、分かりやすく解
説いただきます。

平成11年 3月 中央大学法学部法律学科卒業
平成14年10月 弁護士登録
柳田野村法律事務所（現 柳田国際法律事務所）入所 
平成15年10月 中山慈夫法律事務所（現 中山・男澤法律事務
所）入所
平成23年10月 パートナー就任
第一東京弁護士会所属 
最近の著書・論文

「人事労務相談に必要な民法の基礎知識」（労働調査会 平成24
年） 

「～弁護士と産業医の対話から学ぶ～メンタル不調の社員に対
する企業対応」（ビジネス法務 2012年６月号）など

トラブル防止のために知って
おきたい有効な雇止めとは
―有期労働者を期間満了で円満に雇止めする際に必

要な法律知識とは―
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本定例会のポイント

雇止めの通知

　「有期労働契約の締結、更新、雇止めに関する基準」で、使用者は、
有期契約を更新しない場合には、少なくとも契約の期間が満了する日の
30日前までに、その予告をしなければならない、とされている。これ
は法律上の義務ではなく、行政通達だが、純粋有期型では本来不要のは
ずで、期間満了により当然に終了するはずである。しかし、実務上は、
30日前に通知をして行政通達を順守したうえで、期間満了を迎えるこ
とが望ましい。30日前の通知を欠いて、争いとなる論点を増やすこと
は会社にとって得策ではない。

当初の契約から更新上限があれば雇止め有効か

　当初の契約から更新上限や、1回だけの契約で不更新条項を入れて契
約締結する場合は、原則として雇止め有効といえる。荒木尚志先生も
「契約締結時に更新限度を明示していた場合には、その限度を超える雇
用継続の合理的期待は否定される場合は多い」としている。ただし、不
更新と謳いながら、更新しているなど不更新条項を空文化している場合
や雇用継続を期待させる言動をしている場合は、期待ありとされうる。
契約書に明記せずに口頭説明だけでは、企業側としては非常に危険であ
る。

不更新合意・更新上限の設定のメリット・デメリット

　不更新合意・更新上限の設定のメリット・デメリットとして、あげら
れることは何か。メリットとしては、雇止めをめぐるトラブルを回避で
きる、人材の活性化を図ることができる、有期労働契約の活用、といっ
た点があげられる。
　デメリットとしては、雇止めをめぐるトラブル発生の可能性は残る、
知識経験を持った人が離職し、現場から不満が出る、安定雇用のない企
業に、有能な人材は集まらない可能性がある、といった点があげられ
る。
　今後も引き続き、企業のニーズに合った雇用形態を選択し、適切に管
理していくことが大切である。
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うのが本来の有期労働契約です。

正規・非正規雇用者数の推移
　正規（無期契約）と非正規（有期契約）
の契約者数ですが、最近の推移を見てい
きたいと思います。
　平成24年版労働経済白書によります
と、正規は3300万人程度です。これに対
し、正規以外の雇用形態は漸増傾向にあ
ります。非正規の比率は右肩上がりです。
この比率は３割を超えて３割５分近くに
なっています。
　今後の非正規雇用者の見通しですが、
企業の意識としては、非正規社員の増加
傾向に変化の兆しが見られます。非正規
が増加するとみる事業所は減りつつあ
り、減少するとみる事業所が増えつつあ
ります。有期労働契約は定年後の再雇用
という形にも使われている一方で、企業
には正社員への転換措置という制度も採
用され始めています。こうしたことから、
以上のような変化の兆しがあるのではな
いかというのが、同白書の見方です。
　
有期契約労働者を雇用している
理由別事業所の割合
　有期契約労働者を雇用している理由別
事業所の割合を「平成23年有期労働契約
に関する実態調査（事業所調査）報告書」
からみてみますと、理由の１位は、業務
量の中長期的な変動に対応するためで
す。これはいわば労働力の調整として有
期労働契約を活用しているということで
す。
　２位は、人件費（賃金、福利厚生等）
を低く抑えるためです。３位は、業務量
の急激な変動に際して雇用調整ができる

　弁護士の増田と申します。本日は、「ト
ラブル防止のために知っておきたい有効
な雇止めとは」というテーマでお話しさ
せていただきます。よろしくお願いいた
します。
　本日は以下の流れで話を進めていきま
す。

第１　はじめに～有期労働契約の現状
第２　有期労働契約のルールおさらい
第３　雇止めとは何なのか
第４　近時の裁判例における不更新合
意・更新上限ケースの検討
第５　裁判例を踏まえた不更新合意・更
新上限の手続・運用のポイント
第６　不更新条項は公序良俗違反か
第７　改正労契法18条の無期転換権を踏
まえて
第８　最後に～不更新合意・更新上限の
設定のメリット・デメリット

はじめに～有期労
働契約の現状

有期労働契約者とは
　はじめに、有期労働契約とは何かとい
うことを確認していきたいと思います。
　有期労働契約者とは、期間の定めのあ
る労働契約（以下「有期労働契約」とい
う）によって使用される労働者をいいま
す。
　具体的には、契約社員、嘱託社員、パ
ート、アルバイト、派遣社員等々です。
名称はともかく、いずれも期間の定めが
あり、契約期間中だけ働いてもらうとい

1
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定があります。
　民法の規定の中で、本日、最初にチェ
ックしておきたいのは「有期契約のやむ
を得ない事由による雇用の解除」（628条）
です。
　「当事者が雇用の期間を定めた場合で
あっても、やむを得ない事由があるとき
は、各当事者は、直ちに契約の解除をす
ることができる。この場合において、そ
の事由が当事者の一方の過失によって生
じたものであるときは、相手方に対して
損害賠償の責任を負う。」
　この民法のルールがあるわけですが、
労働契約法17条で改めて「使用者は、期
間の定めのある労働契約（以下この章に
おいて「有期労働契約」という。）につ
いて、やむを得ない事由がある場合でな
ければ、その契約期間が満了するまでの
間において、労働者を解雇することがで
きない。」というルールが定められてい
ます。
　民法629条では、「更新の推定」も定め
られています。
　「雇用の期間が満了した後労働者が引
き続きその労働に従事する場合におい
て、使用者がこれを知りながら異議を述
べないときは、従前の雇用と同一の条件
で更に雇用をしたものと推定する。この
場合において、各当事者は、第627条の
規定により解約の申入れをすることがで
きる。」
　自動更新の場合の推定規定がこの条文
です。
　「有期で１年契約をして、２年目に入
ったときに何の話し合いも新たな契約書
もなくそのまま働いてもらっているとき
に、どういった契約関係になるのだろう

ようにするためです。
　１位、それから３位をみますと、やは
り労働力の調整として使われている印象
が強いです。

雇用形態別雇用者数
　雇用形態別雇用者数をまとめたものが
図表１です。

図表１
（平成24年版労働経済白書の付属統計表より）

雇用者数
（万人） 

非 正 規 雇 用
者 総 数 に 占
め る 割 合

（％）
正規の職員・
従業員 3327 ―

非正規の職
員・従業員 1802 ―

パート 865 48.0
アルバイト 359 19.9
労働者派遣
事業の派遣
社員

96 5.3

契約社員・
嘱託 357 19.8

その他 126 7.0

　これを見てみますと、かなり高い割合
で有期労働契約で働いている人がいると
いう現状がわかります。

有期労働契約のル
ールおさらい

民法のルール
　民法は、私人間を規律する一般的なル
ールを定めています。
　民法623条以下で、雇用についての規

2
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と思いますが、平成25年４月からの有期
労働契約で通算５年を超えた場合には、
無期転換権を行使することを労働者側に
認めたというものです。無期転換権を行
使しても、その後は正社員になるわけで
はなくて、原則として有期労働契約の同
条件で採用される、つまり、期間の定め
がなくなるというものです。
　雇止め法理は、従来の訴訟では解雇権
濫用法理を類推適用するという東芝柳町
工場事件、日立メディコ事件を引用しな
がら、主張されていたわけですが、この
ルールはすでに確立しているということ
で、労働契約法に明文化されました。
　

雇止めとは何なの
か

定義
　雇止めとは何なのかということをあら
ためて確認したいと思います。
　雇止めとは、期間満了後は契約を更新
しない旨の通知です。
　民法上の原則によれば、有期労働契約
は、期間の満了により当然に終了し、労
働者も使用者もこの終了について、格別
の理由を必要とされません。
　期間満了後も労働者が就労を続け、使
用者がこれに異議を述べなかった場合に
は、黙示の更新があったものとされ、従
前と同一の労働条件で労働契約が締結さ
れたものと推定されます（民法629条１
項）。
　そこで、使用者が期間の満了に際し、
満了後は契約を更新しない旨を通知する
実際の上の必要性があるわけです。

か」という場合に、この民法629条を参
照するということです。
　この条項により更新した場合、期間の
定めがどうなるのかに関しては、同一の
期間で更新されるという考え方と、無期
となって更新されるという考え方がある
わけですが、学者の見解を見てみると、
前者の考え方が有力であるといえると思
います。
　実際、有期ということで更新をしても
雇止め法理での保護はあります。

労基法・労働契約法のルール
　労基法のルールに目を向けましょう。
まず、有期労働契約の場合の契約期間制
限ですが、上限３年、専門職・60歳以上
は５年となっています（14条）。民法で
はこうした上限はないのですが、特別法
たる労基法では、人を長期にわたって拘
束してはならないという意味で、こうし
た上限が設けられています。
　労基法15条では、労働条件明示義務が
規定されていますが、そこで明示すべき
事項として、更新基準があげられていま
す（改正労基法施行規則５条１項１の
２）。
　次に労働契約法を見てみます。先般の
労働契約法の改正では18条以下が注目さ
れています。
　先ほども説明したとおり契約期間中の
解雇については、労働契約法17条で規定
されています。
　そして、無期転換制度（労契法18条）、
雇止め法理の明文化（労契法19条）、不
合理な労働条件の禁止（労契法20条）と
いうのが主な改正点です。
　無期転換制度はすでに皆さんご存知だ

3
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５～23回にわたって契約の更新をされた
のちに雇止めされたケースです。
　最高裁は、雇止めの意思表示は実質上
解雇の意思表示にあたるので解雇に関す
る法理を類推すべきであるとの高裁判断
を是認したうえで、余剰人員の発生等従
来の取り扱い（反復更新）を変更しても
やむを得ないと認められるような特段の
事情がなければ雇止めできない、と判断
し、雇止め無効としました。
　２つ目は、日立メディコ事件（最一小
判昭61.12.4判タ629・117）です。
　東芝柳町工場事件を受けて、各企業は、
厳格な更新手続きが必要なのだというこ
とを学びました。
　そこで、こうした厳格な手続きがあれ
ば、いつでも雇止めができるのかという
ことが、次に問題になったわけです。
　厳格な手続きがあっても、労働者が更
新の期待を抱いてしまうケースはありえ
ると思います。そうしたケースを保護し
ようというのが、日立メディコ事件に代
表される期待保護型のタイプです。
　東芝柳町工場事件判決を受けて、企業
の有期労働契約管理は厳格化されてきた
のですが、裁判例は、雇用管理のみで雇
止めからの保護を否定することに疑問を
抱き、東芝柳町工場事件と異なる新たな
理論を展開することになったというわけ
です。
　日立メディコ事件は、２カ月の有期雇
用を５回更新された臨時工につき、更新
のつど本人の意思を確認する手続がとら
れていたことなどから、期間の定めのな
い労働契約と異ならない関係にあるとは
いえないものの、「その雇用関係はある
程度の継続が期待され」たというケース

　雇止めは、ある法律効果を発生させよ
うとする「意思表示」とは異なり、ある
事実を通知するにすぎない「観念の通知」
と解されています（水町勇一郎「労働法 
第４版」201頁）。私はこの見解に賛成で
す。有期労働契約とは、そもそも、期間
終了によって当然に終了するというもの
ですので、雇止めは終了という効果を発
生させるための意思表示ではなく、観念
の通知と見るのが正しいのだと思いま
す。
　雇止めについては、判例上の雇止め法
理による保護が図られています。

雇止め法理による保護～２つの
最高裁判決
　雇止めについては、解雇権濫用法理の
類推適用による保護があります。雇止め
法理のもととなったのは２つの最高裁判
決です。
　１つ目は、東芝柳町工場事件（最一小
判昭49.7.22民集28巻５号927号）で、こ
れは、実質無期型という整理のされ方を
しています。これは簡単にいうと、更新
を何回も繰り返し、その更新手続きもル
ーズなものだから、実質的には無期契約
ではないですか、というときに、当該労
働者を雇止めしたならば、解雇権濫用法
理を有期の契約の場合においても、類推
適用して保護しようでないかということ
です。
　東芝柳町工場事件は、「２カ月の期間
が満了しても真面目に働いていれば解雇
されることはない。安心して長く働いて
欲しい」などといわれて採用された基幹
臨時工が、簡易な更新手続き（更新した
後に契約書を作成することがあった）で
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更新されますんで」等と会社側の採用担
当者が言ったと労働者側が主張し、その
点が問題になります。

雇止めの通知（告知）
　「有期労働契約の締結、更新、雇止め
に関する基準」（平成15年10月22日厚生
労働省告示第357号）により、使用者は、
有期労働契約（有期労働契約が３回以上
更新されているか、１年を超えて継続し
て雇用されている労働者に限る。なお、
あらかじめ当該契約を更新しない旨明示
されているものを除く。）を更新しない
場合には、少なくとも契約の期間が満了
する日の30日前までに、その予告をしな
ければならない、とされています。これ
は法律ではなく、行政通達ですが、実務
上は30日前までに通知をしている企業が
多いと思います。
　この通知は、純粋有期型では本来不要
のはずです。期間満了により当然に終了
するからです。当然に終了する場合でも
30日前に通知してくださいというのが行
政通達です。
　清和ウエックス事件（大阪地判平
17.5.13労経速1906・24）では、期待保護
型において、雇止めの意思表示を要する
とまでいえない、と判断されました。こ
れは期間満了前の相当期間ずっと私傷病
で休職していて、期間満了を迎えてしま
い、終了前に会社から雇止めの通知をし
ていなかった、という事案です。雇止め
の通知がなかったことが問題になったの
ですが、本来有期労働契約というものは、
期間満了によって終了するのだというこ
とを強く主張しまして、上記のような地
裁判断につながりました。高裁でもその

です。
　最高裁は、雇止めに際しては「解雇に
関する法理が類推され、解雇であれば解
雇権の濫用…に該当して解雇無効とされ
るような事実関係の下に…（雇止めをし
た）とするならば、期間満了後…は従前
の労働契約が更新されたのと同様の法律
関係になる」と判断しました（雇止め有
効）。
　なお、同判決は「右臨時員の雇用関係
は比較的簡易な採用手続で締結された短
期的有期契約を前提とするものである以
上、雇止めの効力を判断すべき基準は、
いわゆる終身雇用の期待の下に期間の定
めのない労働契約を締結しているいわゆ
る本工を解雇する場合とはおのずから合
理的な差異があるべきである」とも判示
しています。
　解雇に関する法理を類推適用する意味
について、もう少し検討してみます。
期間満了に伴う労働契約終了のために
は、相当の理由のある更新拒絶の意思表
示が必要となります。
　更新拒絶の意思表示がないか、それが
なされても相当の理由がないときは、短
期契約の自動更新が行われます。
　これは、判例による一種の法定更新制
度といえるでしょう。
　類推適用の有無の考慮要素ですが、
・当該雇用の臨時性・常用性
・更新の回数、雇用の通算期間、雇用

期間管理の状況
・雇用継続の期待を持たせる使用者の

言動の有無
などを総合考慮するとされています。
　よく実際の裁判では、採用の段階で「有
期ですけど、よほどのことがない限り、
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近時の裁判例における不更新
合意・更新上限ケースの検討

最近の有期労働契約の実態
　裁判例に入る前に、まず、最近の有期
労働契約の実態を知っておこうというこ
とで、統計を見てみたいと思います。
　平成23年有期労働契約に関する実態調
査（事業所調査）によると、更新回数の
上限の有無を「設けていない」が86.6％
となっています。他方「設けている」が
12.8％となっています。このように13％
程度が更新上限回数を設けている、とし
ています。そして、上限回数を３～５回
とする事業所が多いとなっています。
　また、勤続年数の上限の有無をみると、

「設けていない」が87.1％となっていま
す。「設けている」が12.3％となってい
ます。その上限年数をみると、「３年超
～５年以内」が51.6％と最も多く、次い
で 「１年超～３年以内」26.7％、「10年超」
8.6％の順となっています。
　実態として、更新上限などがある程度
活用されていることが窺えます。

契約当初から合意のあるケース
　さて、以下では不更新や更新上限が問
題になった裁判例のポイントを確認して
いきたいと思います。事案の概要は当事
者の主張ではなく、裁判所が認定した事
実を確認していきます。
　まず、近畿建設協会事件（京都地判平
18.4.13労判917・59）では、結論として、
更新上限により管理員の雇用継続の期待
なしとされました。

判断は維持されました。
　『労働事件審理ノート（第３版）』（53頁）
でも、雇止め訴訟の構造上、使用者の抗
弁事項は、①期間の定めの存在、②期間
の満了、であり、雇止めの意思表示は要
件事実にはなっていません。そもそも有
期労働契約は期間満了で終了するという
ことを合意しているわけですから、終了
前に雇止め通知は要らないのではない
か、というのが本来の姿だと思います。
　ただ、実務上は、30日前に通知をして
行政通達を順守したうえで、期間満了を
迎えるのが望ましいと思います。
　30日前の通知を欠いて、争いとなる点
を増やすことは会社にとって得策ではあ
りませんので、30日以上前に、契約期間
満了をもって、終了いたしますというこ
とは通知しておいてください。
　有期労働契約について、改めて整理し
ますと、原則としては、期間満了で終了
となります。他方で実質無期型と期待保
護型の場合においては、雇止め法理によ
る保護がなされます。保護がなされると
いうことは、雇止めをするにあたっては、
客観的合理的で、社会通念上相当な理由
が必要であるということです。相当な理
由とは、会社側の事情（業務量が著しく
減ってしまったなど）、労働者側の事情

（勤怠不良など）が考えられます。
　この雇止めについて、昨今問題となっ
てきているのが、不更新合意や、更新上
限という点です。

4
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５年間となるため終了する旨の説明を受
け、管理員に係る就業規則にもその期間
について同趣旨の規定がある。以上の事
実を踏まえると、原告は、平成17年５月
１日以降、管理員し（ママ）ての雇用契
約が結ばれないことを認識していたこと
が推認され、それを覆すに足りる証拠は
ない。そうすると、原告は、同月１日以
降について管理員としての雇用契約の更
新について期待を有していたとまで認め
ることはでき（ない）」（但し、兼務職員
としての地位確認を認容）

　もっとも、この判決では兼務職員とし
ての契約が続いているということの理論
的な根拠はよくわかりません。

更新途中での不更新合意のケー
ス
　近畿コカ・コーラボトリング事件（大
阪地判H17.1.13労判893・150）は、結論
として、雇止め有効（雇用継続への期待
を否定）とされた事案です。
　事案の概要は以下のとおりです。

①Ｘらは、Ｈ元年から５年にかけてＹに
パートとして採用される。
　業務はパン等の納品、自動販売機への
挿入、メンテナンス等。
②H7年、雇用期間の定めのあるパート
ナー社員労働契約書を締結。その後更新。
③H13年11月20日、22日、説明会実施、
Ｙは、H14年12月をもって終了を説明し、
有休消化を促す。14年度の契約に不更新
条項を入れることなどを説明。
④H13年12月13日頃、Ｙは、パートナー
社員労働契約書２通等を封筒で交付し

　事案の概要は以下のとおりです。

①H９年８月、Ｘは、Ｙに兼務職員とし
て採用され、期間１年の契約を締結し、
その後更新され、水質検査データ入力、
報告書作成業務等をしていた。
②H12年４月、管理員制度の発足に伴い、
同年５月１日から管理員として期間１年
の雇用契約を結ぶ。この際、Ｙは、Ｘに
対し、初年度を含めて最長５年であるこ
とを説明し、５年後はどうなるかわから
ないと説明。
③Ｙの管理員就業規則では、「雇用期間
１年 但し、業務の都合により必要と認
めた場合には更に雇用期間を更新するこ
とがある。雇用期間の更新当初の１年を
含めて５年を限度とする。」と規定。
④H16年４月１日、Ｙは、Ｘに管理員の
辞令を交付した際、本年度で５年となる
ので、来年度は管理員として更新できな
いと説明した。Ｘは兼務職員を希望した。
⑤H17年３月22日、Ｘは組合に加入、４
月１日団交開催。
⑥H17年４月４日、Ｙは弁護士名義で兼
務職員としても雇用できない旨通知。

　判決のポイントは以下のとおりです。

　「原告は、平成12年５月１日からの管
理員としての雇用契約を結ぶにあたっ
て、Ａ支所長から同雇用契約は１年更新
で最長５年との説明を受け、その際、原
告は、５年後はどうなるかと質問した際、
Ａ支所長からわからない旨の応答を受け
ている。また、平成16年５月１日以降に
係る管理員の雇用契約の際にもＡ支所長
から本年度で管理員としての雇用期間が
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ほしい、そして、平成14年度のパートナ
ー社員労働契約書には、不更新条項を入
れると説明した上で、平成14年度の契約
更新の希望を確認したこと、〈２〉被告は、
平成13年12月、原告らに対し、平成14年
度の雇用契約に関する本件各契約書を交
付したが、同契約書には、不更新条項の
記載があるほか、従前作成されていたパ
ートナー社員労働契約書と内容が一部異
なるものであったところ、原告らは、こ
れに署名押印した上、確認印も押印して
いること、〈３〉同契約書については、
原告らは１通を自ら保管していたが、被
告に対して、異議を述べることはなかっ
たこと、〈４〉原告らは、平成13年度の
有給休暇の消化率は60％前後であった
が、平成14年度は100％であること、〈５〉
１週間の所定労働時間が短いために雇用
保険の被保険者とならないという取扱い
を受けるおそれがあったパートナー社員
の大半（フルメイトに限っても過半数）
は、雇用保険の被保険者となるよう労働
時間を増やすことを選択したことが認め
られる。」
　「以上のとおりであるから、被告と原
告らとの間においては、平成14年12月末
日をもって本件各雇用契約を終了させる
旨の合意が成立していたというべきであ
り、これを覆すに足りる証拠はない。」
　「また、原告らは、不更新条項について、
公序良俗に反して無効である旨主張する
が、これを無効とする根拠はなく、原告
らの主張を採用することはできない」
　「原告らがかかる合意をしたことにか
んがみれば、本件各契約書の作成後につ
いては、本件各雇用契約について、その
継続が期待されていたということはでき

て、確認のうえ、署名押印するとともに
確認印を押印するよう求める。
⑤H13年末、Ｘらは、不更新を含む契約
締結、署名押印のうえ、確認印を押す。
⑥Ｙは、H14年６月18日、19日に説明会、
期間満了での雇止め等を説明。
⑦Ｙは、H14年10月３日、４日、説明会
を実施。雇止めの説明。
　退職餞別金通知書、関西ビバレッジ契
約社員労働条件概要を交付。
⑧H14年10月30日、Ｙは、Ｘらに関西ビ
バレッジで雇用されない旨通知。
⑨H14年11月７日、Ｙは同年末をもって
の雇止め通知
⑩H14年11月18日までに、Ｘらは労組加
入。

　本件の契約書を資料として配布いたし
ました（図表２）。
　上記⑤で交わした契約書がこれで、８
の〈４〉で、「本契約期間については、
更新しないものとする」と明記されてい
ます。
　判断のポイントは、以下のとおりです。

　期間の定めのない契約と実質的に異な
らない状態にあるとまでは言えないとし
ても、その雇用関係は、ある程度の継続
が期待されており、雇止めには、解雇に
関する法理が類推適用されるとしたうえ
で、
　「〈１〉被告は、平成13年11月、原告ら
に対し、説明会を実施して、原告らを含
むパートナー社員（フルサービスメイト）
との間の雇用契約は、平成14年12月末を
もって満了となり、以後の継続雇用はし
ないので、残りの有給休暇を全部使って
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図表２
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か月とする有期労働契約を９回更新し
て、同日、期間満了により退職。
③H20年６月16日、ＸはＹとの間で、約
２か月の有期労働契約を締結し、同年８
月27日、同年９月１日から契約期間１か
月とする有期労働契約を締結。
④H20年９月29日、ＸはＹとの間で、同
年10月１日から契約期間２カ月とする有
期労働契約を締結し、同年11月28日、同
年12月１日から期間１か月とする有期労
働契約を締結。
⑤労働契約書は、時期に応じて異なった
契約書式が用いられていた。H20年６月
に締結された契約書式（判決の［別紙５］）
では、契約更新の上限について定めがな
く、同年８月27日に締結された契約書式

（判決の［別紙６］）では、契約更新の上
限期間は１年とされ、同年９月29日に締
結された契約書式（判決の［別紙４］）
では、契約更新の上限期間は３年とされ
た。
⑥H20年９月　リーマンショック。
⑦H20年11月26日、12月18日、同月27日
に説明会を開催して、減産等について説
明。
⑥H20年11月28日、雇用契約の締結につ
いて説明会、生産調整のために、期間契
約社員を全員雇止めにせざるを得ないこ
とについて説明し、契約書を配布。その
場で締結できない場合は持ち帰りを認め
た。
　原告は、同日に署名・拇印を押して提
出。
　締結された契約書式（判決の［別紙３］）
では、契約更新の上限期間の定めはなく、

「本契約は、前項に定める期間をもって
満了とし、契約更新はしないものとす

ないから、解雇に関する法理を類推適用
する余地はなく、この点からも、本件各
雇用契約は、期間満了により、平成14年
12月末日をもって終了したというべきで
ある。」

　最後の１年間の契約の終了は、平成14
年12月末日とされていました。会社は、
前年の13年11月から14年末で契約終了に
なるという説明をしていたのです。こう
したアナウンスをかなり前からしていた
り、説明会を複数回開いていたという事
実があります。
　手続としては相当の手続きを踏んでい
たと評価することできると思います。こ
うした手続きがあったからこそ、雇止め
有効とされたのだと思います。

　続きまして、本田技研工業事件（東京
地判平24.2.17労経速2140・３、東京高判
平24.9.20労経速2162・３、上告について
最高裁は平25.4.9決定で棄却・判例集未
搭載）を見てみます。
　結論としては、雇止め有効（雇用継続
に対する合理的期待を放棄）とされたも
のです。
　事案の概要は以下のとおりです。

①H9年12月、Ｘは期間契約社員として
Ｙに入社、ライン作業に従事。有期雇用
契約の締結と更新を繰り返して退職し、
しばらく期間を置いてから、再び同様に
有期労働契約を締結し、その後の退職を
繰り返した。
②H19年６月18日、ＸはＹとの間で約２
か月の有期労働契約を締結し、その後、
H20年５月31日までの間、契約期間を１
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に拇印を押して被控訴人に提出したこ
と、以上の各事実が認められることは引
用に係る原判決認定事実のとおりであ
り、控訴人は、本件雇用契約は、従前と
異なって更新されないことを真に理解し
て契約を締結したことが認められる。」
　「不更新条項を含む経緯や契約締結後
の言動等も併せ考慮して、労働者が次回
は更新されないことを真に理解して契約
を締結した場合には、雇用継続に対する
合理的期待を放棄したものであり、不更
新条項の効力を否定すべき理由はないか
ら、解雇に関する法理の類推を否定すべ
きである。
　そして、控訴人は、本件雇用契約は、
従前と異なり更新されないことを真に理
解して契約を締結したことは前判示のと
おりであり、その後にその認識のままで
本件退職届を提出したものと認められる
ことは先に引用した原判決理由説示のと
おりであるから、雇用継続に対する合理
的期待を放棄したものとして、解雇に関
する法理の類推適用を否定すべきであ
る。」

　ということで、雇止めが有効と判断さ
れました。近畿コカ・コーラボトリング
事件と共通するのは、事前の手続きに相
当注意を払っているという点です。

　次に日立製作所（帰化嘱託従業員・雇
止 め ） 事 件（ 東 京 地 判 平20.6.17労 判
969・47）を見てみます。結論としては、
雇止め有効（合意による契約終了）とさ
れた事案です。
　事案の概要は以下のとおりです。

る。」との条項が入っていた。
　説明会では、雇止めについて相談窓口
を設けることも説明。
⑦H20年12月18日、ＸはＹに退職届を提
出。
⑧H20月12月22日、Ｘはチームリーダー
と個別面談をしたが、特に異議を述べて
いない。
⑨Ｙは、年休の精算金46,000円、慰労金
260,000円を支払う。
⑩Ｙでは、期間契約社員の退職に当たっ
ては、書類等の授受、慰労金の支給、年
次有給休暇の買い取り、退職後の健康保
険の手続きを行っている。退職慰労金は
就労日数に応じて設定されている。
55日 以 上 ９ 万 円、115日 以 上 26万 円、
215日以上51万円、235日以上 56万円
⑪期間契約社員の在籍期間は、３年未満
75％、５年未満90％。

　そして、判決のポイントは以下のとお
りです。

　「控訴人は上記の説明を理解し、もは
や期間契約社員の雇止めは回避し難くや
むを得ないものとして受け入れたこと、
控訴人は、本件雇用契約書と同じ契約書
式にはそれを明確にするための雇止めを
予定した不更新条項が盛り込まれてお
り、また、その雇止めが、従前のような
契約期間の満了、退職と空白期間経過後
の再入社という形が想定される雇止めで
はなく、そのようなことが想定されず、
再入社が期待できない、これまでとは全
く趣旨を異にする雇止めであると十分理
解して任意に同契約書に署名したが、そ
の時点で印鑑を持参していなかったため
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れると意思表示して、署名捺印した。
⑥H16年４月26日、原告は⑤の契約の撤
回を申し出た。

　判決のポイントは以下のとおりです。　
　「原告と被告の担当者等は、複数回の
面談を経て、その中で、被告は労働契約
を更新しない明確な方針を伝え、これに
対し原告も、会社の状況を理解しつつも、
自己の生活を考えれば当然とも思われる
要望を述べているもので、事態をよく理
解して任意に意思決定しているといえ
る。また、複数回の面談が持たれている
ことから、原告としては納得のいかない
提案が示されたところで、次回までに検
討したいと述べて検討したり（原告は法
学の大学院修士課程を終えているもの
で、法的な事項について十分に判断でき
る能力がある。）、相談できる者に相談す
ることができた。原告本人によっても、
原告が他者（弁護士以外の者）に相談し
ていた様子が認められる。したがって、
そこに被告が、契約を締結させるよう脅
迫したとか、欺罔してそれにより原告が
何らかの錯誤に陥ったなどの事情は認め
ることができない。原告は、これ以上契
約が更新されないことを理解して16年契
約の契約書に署名・捺印しているもので、
一種の合意による契約の終了ともいうべ
きものである。」

　４つ目の事件は、明石書店事件（東京
地決平22年７月30日決定・労判1014・
83）です。結論としては、雇止め無効と
されています。
　事案の概要は以下のとおりです。

①H3年４月、ＸはＹに入社。期間１年
の嘱託従業員。
　国際営業本部中国営業本部に配属、通
訳・翻訳を主とする業務を行う。その後、
雇用期間を１年とする契約書を毎年取り
交わして契約を更新した。契約条項には、
契約期間の満了時には、社員の充足状況、
本人の能力、健康状態、その他業務の都
合を勘案して契約の更新を決定し、更新
しない場合には１か月前に書面で通知す
ることとされていた。
　H4年からH15年まで12回の契約書が
作成された。その間、Ｘは中国関連の管
理業務や補助的業務などを行う。
②H10年３月、家族とともに帰化により
日本国籍を取得。
③H15年12月、Ｘの所属部の部長と人事
担当は原告の契約更新は不適当と考え
た。同月25日頃、Ｘと面談し、任せられ
る業務がなくなっていること、異動先が
ないことを説明し、H16年度の契約更新
は難しいことを説明した。Ｘは、企画立
案業務を担当したいと希望。
④H16年３月29日、Ｘとの面談で、委嘱
する業務がなく、業務上の都合からは契
約更新の必要性はないが、Ｘの生活の激
減緩和への配慮として、１年間の契約更
新を行うとの決定を伝え、この方針を書
面に記載した「嘱託委嘱に関する件」と
の書面と、「本契約期間の満了時以降、
契約更新はしない」との条項が入った労
働契約書案を提示した。Ｘは納得がいか
ないのでよく検討したいと述べる。
⑤H16年４月中に３回の面談を行い、Ｘ
は、給与額の維持、早期退職優遇制度の
適用、再就職の斡旋などの希望を述べた
が、同月22日に会社提示の条件を受け入
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席で契約書を交わしたいとして、署名押
印した。

　この事案は労働委員会の手続でも、か
なり契約手続きに関して慎重に、と言わ
れたり、組合とのやり取りの中でもいろ
いろな経過があったかと思うのですが、
そうした中で捺印をした、というケース
なわけです。
　そして、判決のポイントは以下のとお
りです。

　「債権者は、不本意ながら（もとより、
強迫等による瑕疵のある意思表示とは認
められない。）、本件不更新条項による本
件労働契約の締結をせざるを得ない状況
にあったと認められることに鑑みると、
債務者の上記主張を是認することはでき
ないのであり、結局、本件不更新条項は、
期間の定めのある労働契約を解雇権濫用
法理の類推適用にあたって、本件不更新
条項を付したことが、権利濫用の適用に
当たって、評価障害事実として総合考慮
の一内容として考慮の対象になるものと
解するのが相当である。」

　今までの裁判例ですと、不更新条項が
あるから期待が消滅した、不更新合意に
よって終了した、という判断だったので
すが、この明石書店事件のケースでは、
あくまでもそれらは権利濫用の適用に当
たっての１要素にしかすぎないと位置づ
けられました。
　ただ、明石書店事件は本田技研工業事
件のケースでも、原告側が引用して、不
更新条項を含む労働契約の締結は権利濫
用の評価障害事実として総合考慮される

① H14年８月、Ｘは制作部員としてＹ
に入社し、H16年４月に退社した。
② その後、XY間で次のとおり、有期労
働契約を締結。Ｘは制作部に配属。
H19年10月９日に同日～H20年４月30日
H20年４月30日に５月１日～H21年４月
30日。
H21年４月22日に、５月１日～H22年４
月30日（これを「本件労働契約」）。
③本件労働契約には「本労働契約期間満
了時（2010年４月30日）をもって、その
後の新たな労働契約を結ばず、本契約は
終了する。」（以下「本件不更新条項」）
との記載がある。
④H20年７月23日、Ｘを含むＹの従業員
22人が、労働組合東京ユニオン明石書店
支部を結成、副支部長にＸが就任。
⑤H20年11月頃、Ｙは３年をめどに正社
員化できない者については、契約期間満
了時に新たな契約を締結しない等の方針
を策定。12月にはＤが不更新条項のある
労働契約締結を拒否して、契約終了とな
り訴訟となった（地位確認認容）。
⑥H21年３月31日、ＹはＸに不更新条項
を入れた有期労働契約の締結を申し込ん
だ。
⑦組合はこれに反対し、同年４月14日、
組合の実行確保の措置勧告申し立てに対
して、都労委から、Ｙに対し、Ｘの契約
更新について慎重に対処することが求め
られた。
⑧H21年４月22日、都労委の調査が行わ
れ、Ｘは調査後に更新について常務に面
談を申し入れた。Ｘは常務と面談し、本
件不更新条項を保留にして更新できない
か確認したが、常務はできないと回答。
Ｘは契約締結を了解すると回答し、その
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明を受け、H19年度は白紙であると告げ
られた。
⑤H18年11月頃、ＹはＸに対し、次年度
の契約教職員として雇用を希望する場合
には、書面を提出するように求めた。こ
れを受けて、Ｘは常勤講師または専任教
諭としての採用を希望する書面を提出。
校長は、常勤講師としての雇用を希望す
る旨の記載のみ残すように指導し、Ｘは
これに従った。
⑥H19年２月23日、ＹはＸに対し、雇用
契約終了の書面通知をした。
⑦H19年３月２日、Ｘは承服できない旨
書面通知をした。
⑧YはXをH19年３月25日をもって退職
扱い。同月31日付でＹはＸに退職金
576,000円を支給。勤続期間３年の乗数
で計算。

　判決のポイントは以下のとおりです。

　「既に雇用継続に関し、強い期待を有
していたことが認められ、かつ、上記期
待を有するにつき高い合理性があると認
められるのであるから、このような原告
の期待利益が遮断され又は消滅したとい
うためには、雇用の継続を期待しないこ
とがむしろ合理的と認められるような事
情の変更があり、または、雇用の継続が
ないことが当事者間で新たに合意された
などの事情を要するものというべきであ
る。」
　「Ｃ校長らが、原告に対し、常勤講師
契約の回数制限について一方的に告げた
にとどまることが認められ、このような
状況下で平成18年度雇用契約を締結した
ことをもって、前年度までの原告の雇用

事情の１つに過ぎない旨主張しているわ
けですが、裁判所は、明石書店事件は労
働者と労働組合が不更新条項に反対し、
都労委も使用者に慎重な対処を求めたも
のの、労働者が不本意ながら契約を締結
した事案で、使用者も不更新条項により
雇止めにする合理的理由について説明を
尽くさなかったこと等を踏まえて判断さ
れたものであり、事案が異なる、と判断
しました。
　やはり、しっかりと事前説明と手続き
をしているケースとそうでないケースで
は判断が異なってくると思います。

契約途中の更新上限の裁判例
　報徳学園事件第一審（神戸地裁尼崎支
部判平20.10.14労判974・25）は、結論と
して、雇止め無効（合理的期待あり）と
された事案です。
　事案の概要は以下のとおりです。

①H11年４月、Ｘは雇用期間１年の美術
科非常勤講師として採用、H12年３月に
一旦退職。
②H13年４月、Ｘは再びＹの美術科非常
勤講師に採用され、H15年度まで契約更
新。
③H16年４月、Ｘは１年間の期間を定め
た常勤講師として採用され、H18年度ま
で契約更新。H16年度の採用時に、Ｙの
当時の校長から１年間しっかり頑張れ
ば、専任教諭になれるとの発言を受けた。
H17年度の更新面談の際には担任を受け
持ってほしいと言われて、了承して更新。
④H17年12月 のH18年 度 の 更 新 面 談 の
際、校長（H16年度採用時とは異なる）
から常勤講師は３年を上限とする旨の説
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う点に関していうと、先ほどの本田技研
工業事件でも期待の放棄といった文言が
あったと思います。その枠組みと似たよ
うな判断枠組みと思います。

　京都新聞COM事件（京都地判平22年
５月18日労判1004・160）は、結論として、
雇止め無効（合理的期待あり）とされた
事案です。
　事案の概要は、以下のとおりです。

①H13年６月１日、Ｘは企画事業会社と
の間で、期間６か月とする有期労働契約
を締結し、６カ月ないし１年の期間の契
約を更新した。
②H17年９月22日、Ｘの雇用を承継する
Ｙが、３年ルールを一応説明した。
　京都新聞社グループでは、H11年４月
頃から３年ルールが実施されていたが、
例外的扱いも相当あった。
③H18年４月１日、Ｘは企画事業会社の
業務を承継したＹと期間１年の契約を締
結。H19年４月１日、H20年４月１日に
契約更新
④H20年 ６ 月 ２ 日、 Ｙ は、 Ｘ に 対 し、
H21年３月31日をもって雇用契約を更新
しないことを通知。

　判決のポイントは、以下のとおりです。

　「原告らと被告との間で３年ルールが
契約内容として認識されているのであれ
ば、原告らが３年を超えて雇用契約が更
新されることについて合理的な期待を持
つことはあり得ないということができ
る。」
　「原告らに対し３年ルールを十分に周

継続に対する期待が遮断され、原告と被
告が、翌年度以降の雇用の継続がないこ
とを新たに合意したものとみることはで
きない。
　そうすると、Ｃ校長らから前記言動が
あった事実をもって、原告の雇用継続に
対する期待利益が消滅したものとは認め
られず、このほかに、原告が雇用の継続
を期待することを合理的とみることので
きない事情も見受けられない」

　この第一審に対し、報徳学園事件控訴
審（大阪高判平22年２月12日労判1062・
71、最高裁一小平22年９月９日決定不受
理）は、結論として、雇止め有効（合理
的期待減少ないし消滅）としました。
　判決のポイントは、以下のとおりです。

　「平成16年度雇用契約の時点では、被
控訴人が上記期待を持ったことの合理性
があったかもしれないが、それは主とし
てＢ校長の言動に基づく主観的なもので
あって、常勤講師制度の目的等からの客
観的根拠があったわけではない。そして、
その後２年度にわたって専任教諭に採用
されず、かえって、平成18年度雇用契約
に先立ち、Ｃ校長及びＧ中学校長の上記
告知を受け、さらに、平成17年度限りで
１名の常勤講師が雇止めとなったことを
考慮すれば、少なくとも平成18年度には、
被控訴人の上記期待は減弱ないし消滅し
ていたものと認めるのが相当であり、少
なくとも合理的な根拠が乏しいものにな
っていたというべきである。」

　これは最高裁もそのまま維持していま
す。期待は減弱ないし消滅していたとい
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了の際に更新の可否を判断する」、更新
基準について「業績評価の結果、契約満
了時の業務量及び人事配置状況により判
断する」旨記載されていた。
　更新に際して、事務局長らがＸに対し
て、上記説明会での説明を重ねてしたり、
特段の必要のないかぎり本件雇用契約を
更新しないと述べたりすることはなかっ
た。
⑥H19年２月13日、事務局長はＸに対し、
同年５月31日をもって契約を終了し、更
新しないことを通知。
⑦H19年６月29日付け雇止め理由証明書
には「契約期間満了時の業務量および人
事配置状況により判断したところ、人が
足りており、あなたの担当する仕事が見
当たらないため」と記載されていた。

　判決のポイントは以下のとおりです。

　「原告が既に有していた本件雇用契約
の更新に対する合理的な期待利益が上記
説明を受けたこと等により消滅等したと
いうことはできず、被告による上記取扱
いを前提として本件雇用契約が締結され
たということもできない。」「本件雇用契
約がなお数回にわたって継続されること
に対する合理的な期待利益があるといわ
なければならず、本件雇止めについては、
解雇権濫用法理の適用がある。」
　「嘱託職員の雇用継続期間の上限を３
年とするという方針を理由として当該嘱
託職員を雇止めとするためには、当該方
針があることを前提として被告との嘱託
雇用関係に入った嘱託職員等に対しては
格別、当該方針が採用された時点で既に
これを超える継続雇用に対する合理的な

知せずに契約の更新が重ねられてきたこ
となどからすると、３年ルールの告知が
されてから未だ３年に満たない時期にさ
れた本件雇止めを相当とする合理的理由
があるとまではいえない。」

　十分周知していないというケースで
は、合理的期待はまだあるということが
いえます。

　次に、立教女学院事件（東京地判平
20.12.25労判981・63）を見ますが、結論
は、雇止め無効（期待利益を侵害）とさ
れています。
　事案の概要は、以下のとおりです。

①H13年６月22日、Ｘは派遣会社より同
月29日から同年９月30日までとしてＹに
派遣され、H16年５月31日まで派遣され
ていた。５号業務。
②H16年６月１日から期間１年とするＹ
の嘱託職員として勤務（直用となる）。
仕事は庶務業務。
③H17年12月12日、Ｙの人事委員会では、

「雇用期間が３年を超える嘱託社員のう
ち、雇用継続を希望する有能な人材につ
いては、３年間で雇止めせずに勤務形態
を変更して継続雇用する。更新の必要の
ない場合は、３年で雇止めする。」と決定。
④H18年４月19日、この決定について嘱
託社員に対して説明会を開催したが、こ
の説明会では、事務局長が上記決定のメ
モを読み上げて説明した。同様の説明会
をH19年１月24日にも開催。
⑤ＸはH18年６月１日からH19年５月31
日を期間とする嘱託雇用契約書を締結し
た。契約書には、更新について「契約満
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ら契約書に入れている場合は、最初から
不更新を謳っているわけでして、労働契
約において不更新を合意されているので
雇止めが有効となります。これは図表に
あるように合意終了という枠組みでとら
えることができると思います。
　チャートの下に、先ほど紹介した裁判
例を合理的期待の大小によって、並べて
みました。
　一方、更新途中から契約書に不更新の
旨を加えるケースはどうでしょうか。こ
のケースが実際には問題になりやすいの
です。
　このケースでも３つのパターンがあり
ます。チャートの左から「十分説明して
合意した」「十分に説明したものの合意
できず」「十分に説明せず合意もできず」
と書きましたが、この３つがそれです。

「十分説明して合意した」のであれば、
期待が消滅して雇止めが有効となりま
す。ただ、「十分説明して合意した」と
いう場合から右下に点線矢印で雇止め無
効を指しています。この点線矢印は明石
書店事件のケースで、会社としては十分
に説明をしたつもりになっているのです
が、労働者側は反対の意思表示をしてい
る等の事情のあるケースです。このケー
スは雇止め無効となることもあります。
　「十分に説明せず合意もできず」とい
う場合は、これで雇止め終了とは言えな
いだろうというケースです。
　この３つのうち、これから一番問題に
なりやすそうなのが、「十分に説明した
ものの合意できず」というケースです。
　改正労働契約法により無期転換権が発
生するということで企業としては、有期
労働契約は５年を上限として管理せざる

期待利益を有していた嘱託職員に対して
は、当該方針を的確に認識させ、その納
得を得る必要があるといわなければなら
ない。ところが、原告は、当該方針が採
用され、その説明を受けた時点で既にこ
れを超える継続雇用に対する合理的な期
待利益を有していたところ、当該方針の
内容を的確に理解せず、ましてや納得な
どしていなかったことは、前記のとおり
である。このような原告に対し、当該方
針を形式的に適用して一方的に雇止めと
することは、原告の継続雇用に対する期
待利益をいたずらに侵害するものであっ
て、許されない。」

　「当該方針を的確に認識させ、その納
得を得る必要がある」のに、それをしな
かったから雇止めが無効となっていると
もいえます。逆に言えばこの点に関する
説明や手続きをきちんと踏んでいれば、
雇止めが有効になった可能性があること
を示唆しているといえるでしょう。

裁判例を踏まえた不更新合意・
更新上限の手続・運用のポイント

不更新合意・更新上限ケースの
流れと期待の関係
　雇止めが有効とされているケースで
は、やはり、事前の説明と手続きがきち
んとなされています。ですから、事前の
説明と手続きは丁寧に慎重にすべきであ
ろうと思います。
　不更新合意の裁判例を整理するため
に、私なりに図表を作ってみました（図
表３）。不更新であることを契約当初か

5
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図表３
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13.6.27労判810・21）。

有期契約を更新し、その途中か
ら不更新合意等を設ける場合
　十分説明して合意した場合は、真意に
基づく合意なら期待を放棄したとみるこ
とができます。
　十分説明せず、合意もできない場合は、
期待が減少したとは言えません。
　十分説明せず、合意した場合は、やは
りリスクはあります。
　意思表示の瑕疵（心裡留保、錯誤、詐
欺、強迫）がある場合は無効・取消も問
題となります。
　今後問題になるケースが増えることが
想定される十分説明したものの合意でき
ない場合についてですが、これは、雇用
継続に期待が生じている場合でも、先に
あげたような裁判例を踏まえると、次の
点に留意すれば、期待は減少ないし消滅
することもあるのではないかと考えます

（私見）。
・手続面では、
①不更新とする理由の十分な説明（事前
に余裕をもって複数回）
②書面交付、相談窓口の設置等
・条件面では
①退職慰労金等の金銭給付
②年休買取
③転職支援等
　そして、正社員への転換制度による無
期化への道を作ることも考えられます。
　合意に至らない場合の対応ですが、い
きなり雇止めではトラブル必至です。そ
こで雇止めにするのではなく、更新上限、
不更新合意について、十分に説明しつつ、
従前の契約書で更新し、その際に、別書

を得ないことがあります。こうした方針
のもとで更新上限や不更新合意を取り付
けたいという姿勢を取るわけです。しか
し労働者はこれに合意しないこともある
でしょうから、このケースが増えてくる
と思われるのです。ですからチャートの
ほうでも期待が消滅する場合と消滅しな
い場合、雇止めも有効となる場合と無効
となる場合を示しておきました。
　平成25年４月１日から改正労働契約法
が施行されたばかりで、その点で改正法
後の判例はまだ１つもない状況ですの
で、企業としては、途中から不更新条項
を盛り込むということはリスクの１つと
なります。

当初の契約から更新上限や１回だけ
の契約で不更新条項を入れる場合
　当初の契約から更新上限や１回だけの
契約で不更新条項を入れて契約締結する
場合は、チャートで見たとおり、原則と
して雇止め有効といえます。
　荒木尚志先生も「契約締結時に更新限
度を明示していた場合には、その限度を
超える雇用継続の合理的期待は否定され
る場合は多い」としています（「労働法
第２版」471頁）。
　但し、不更新と言いながら、更新して
いるなど不更新条項を空文化させている
とダメですし、雇用継続を期待させる言
動をしていてはダメです。また、契約更
新手続を行っていないと実質無期と主張
されるリスクがあります。
　契約書に明記せずに口頭説明だけでも
非常に危険です。
　上限ありといいながら、繰り返すのも
ダメです（カンタス航空事件東京高判平
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吟味が行われることとなるでしょう。
　企業の方針で、有期労働契約者の雇用
管理として、企業経営に影響を及ぼす今
般の労契法改正を踏まえて、無期転換権
が生じない雇用管理とすることは、一定
の合理性があるのではないかと、私は考
えています。
　但し、単に無期転換回避、という単純
な理由ではなく、企業の有期労働契約の
ニーズや考え方などを整理すべきだと思
います。

平成25年４月１日以降に初めて
有期契約を締結する場合
　平成25年４月１日以降に初めて有期契
約を締結する場合ですが、当初の契約か
ら更新上限を設定することで対応するこ
とができると考えます。
　ただし、途中の雇用管理において、契
約管理を適切に行い、期待を生じさせな
いようにする必要があるでしょう。
　平成25年４月１日以前から有期契約を
締結して更新しており、更新に対する期
待が生じているような場合でどのように
５年以内で終了するか、この問題はどう
考えるべきでしょうか。
　これも基本的には上記のチャートの流
れで判断すべきでしょう。企業側として
は、期待小にする努力が必要となります。
更新上限のある契約書を締結できなくと
も、５年後（または平成30年３月末など）
に終了することを、数年前から予め説明
し、かつ、書面でアナウンスして、毎年
の更新時にも説明していけば、期待は毎
年減少していくのではないでしょうか。
最後の契約時には慰労金や有休買取を設
けることも、雇止めの有効性を基礎づけ

面で最後の契約であること、その理由、
不更新に伴う諸条件を通知する方法が考
えられます。１年間、あるいはケースに
より３年間は契約を更新しますが、その
後は更新はありませんということを事前
に丁寧にアナウンスしておくといった方
法で、期待を減少、消滅させる手続きを
行うということです。
　ただし、やはりリスクは残ります。

不更新条項は公序
良俗違反か

　ご説明した不更新合意等については
「不更新条項は公序良俗違反か」という
論点があります。
　労働法の西谷敏先生や、川田知子先生
は、公序良俗違反として無効だと指摘さ
れています。
　ただ、裁判例でも有効性が認められて
いるところであり（近畿コカ・コーラ事
件では、無効とする根拠なしと判断）、
契約自由の原則からしても、公の秩序た
る公序良俗に反するようなものではない
と考えます。

改正労契法18条の
無期転換権を踏まえて

無期転換権の発生前の雇止め
　改正労契法の施行により、これから問
題となることが想定される論点であり、
未だ裁判例がないことは前述のとおりで
す。
　無期転換権発生前の雇止めは、労契法
19条の雇止め法理に照らして、有効性の

7

6
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ると思われます。
　しかし、平成25年４月以降で、５年を
迎える直前での唐突な不更新合意や上限
設定ではダメだと思います。

不更新合意・更新上限の設定の
メリット・デメリット
　不更新合意・更新上限の設定のメリッ
ト・デメリットとして思いつくものをあ
げておきたいと思います。
　メリットとしては、雇止めをめぐるト
ラブルを回避できる、人材の活性化を図
ることができる、有期労働契約の活用、
といった点があげられると思います。
　デメリットとしては、雇止めをめぐる
トラブル発生の可能性は残る、知識経験
を持った人が離職し現場から不満が出
る、安定雇用のない企業に有能な人材は
集まらない可能性がある、といった点が
あげられると思います。
　今後も引き続き、企業のニーズに合っ
た雇用形態を選択し、適切に管理してい
くことが大切だと思います。
　私からは以上にさせていただきます。
ご清聴ありがとうございました。

（本稿は平成25年６月10日（金）に開催
しました第2617回労働法学研究会の講演
録を加筆・整理したものです。文責・編
集室）
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よくわかる!

労働判例ポイント解説
兼業申請の拒否と不法行為
マンナ運輸事件（京都地判平24.7.13労働判例1058号21頁）

専修大学准教授

長谷川聡

事 実 の 概 要

　原告は、貨物自動車運送業等を目的と
する被告会社において、フルタイム･有
期労働契約で特定の時間･業務に勤務す
る準社員として大型貨物自動車の運転業
務に従事してきました。
　原告は、入社以来長距離の定期便を担
当し、午後１時から午前０時頃まで勤務
し、月額賃金は名目で50万円を超えてい
ました。しかし平成17年10月頃には業務
担当の変更により名目賃金が月40万円前
後となり、平成21年11月25日から完全週
休二日制となり、名目賃金は月34万円程
度に低下しました。原告は平成19年９月
頃組合に加入し、労働条件等について被
告と争っていました。
　子どもの養育費の支払や両親への仕送
り等をしていた原告は、平成17年10月頃
の賃金減額により生活の維持が困難にな
りました。そこで原告は、D運輸で、平
成18年10月頃から午前８時30分から正午
まで構内作業のアルバイトを始めました。
　しかし、被告の就業規則は、被告の命

令又は承認を受けない兼業を禁じていま
した。平成19年11月８日に原告と面談し
て前記兼業の事実を確認した被告は、原
告に兼業しないよう指導し、会社の名誉
と信用を傷つけたことを理由とする２か
月間１万円の減給処分を行いました。し
かし原告は兼業を継続したため、被告
は、平成21年９月25日に無断で兼業をし
ないよう原告を指導し、７日間の出勤停
止を命じました。
　被告は、平成20年２月７日に兼業の許
可基準を作成しました。許可基準は兼業
を不可とする場合を、①兼業が不正な競
業に当たる場合、②営業秘密の不正な使
用・開示を伴う場合、③従業員の働き過
ぎによって、人の生命又は健康を害する
おそれがある場合、④兼業終了後被告へ
の労務提供開始までの休息時間が６時間
を切る場合、⑤兼業の態様が被告又は従
業員の社会的信用を傷つける場合、⑥そ
の他各号に準ずる場合と規定していまし
た。③の「働き過ぎ」について、被告は
本件組合との団交において１ヶ月293時
間を超える場合と説明していました。
　「自動車運転者の労働時間等の改善の
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ための基準」（平成元年労働省告示第７
号、平成12年12月25日労働省告示第120
号による改正後のもの。以下「本件告
示」）４条１項は、貨物自動車運送事業
に従事する自動車運転者の労働時間等に
ついて、①拘束時間は、１ヶ月について
293時間を超えないものとすること、②
勤務終了後、継続８時間以上の休息時間
を与えること等を定めています。また、
同条３項は、業務の必要上勤務の終了後
継続８時間以上の休息期間を与えること
が困難な場合等には、当分の間、一定期
間における全勤務回数の２分の１を限度
に、休息期間を拘束時間の途中及び後続
時間の経過直後に分割して与えることが
できるものとすること、この場合におい
て、分割された休息期間は、１日におい
て１回あたり継続４時間以上、合計10時
間以上でなければならないことを定めて
います（「一般乗用旅客自動車運送事業
以外の事業に従事する自動車運転者の拘
束時間及び休憩時間の特例について」
（平成元年３月１日基発第92号。以下
「本件通達」））。
　原告は、平成21年11月11日、被告に、
D運輸で午前８時30分から午後０時まで
構内仕分け作業に就くことの許可を求め
る申請（第１申請）を提出しました。被
告は、原告が午後１時から午前０時まで
勤務しており、ほぼ休憩が無いまま長時
間業務に就くことになることを理由にこ
れを認めませんでした。この頃と同じ業
務を担当していた原告の月間労働時間
は、262時間30分から283時間30分でした。
　原告は、平成22年９月１日、第１申請
の労働時間部分を午前１時から午前５時
までに変更して再度兼業を申請しました

（第２申請）。被告は、原告の実働時間に
兼業の時間を加えると被告の時短目標の
253時間を超過すること、兼業により一
日あたりの実働時間が15時間以上になる
ことを理由に、この申請を退けました。
この頃と同じ業務を担当していた原告の
月間労働時間は、219時間10分から239時
間20分でした。
　原告は、同年11月12日、第２申請の労
働時間部分を日曜日、午前10時から午後
２時までと変更した申請（第３申請）を
行いました。しかし被告は、原告の実働
時間に兼業の時間を加えると被告の時短
目標の253時間を超過する可能性がある
こと、十分な休息を取らせるための法定
休日を兼業日に指定していること、機密
漏洩の可能性があることという理由で申
請を認めませんでした。
　原告は平成23年２月14日、ラーメン店
で、日曜日の午後６時から午後９時まで
接客、皿洗い等のアルバイトに就くこと
の許可を求める申請を行いました（第４
申請）。しかし被告は機密漏洩の可能性
を除いて第３申請とほぼ同じ理由でこれ
を認めませんでした。
　原告は、これらの兼業の不許可は違法
であるとして、被告に対し、不法行為に
基づいて、平成21年11月から平成23年２
月末まで兼業すれば得られただろう収入
見込額の賠償等を求めて本件訴えを提起
しました。

判 旨

　「労働者は、雇用契約の締結によって
一日のうち一定の限られた勤務時間のみ
労働者に対して労務提供の義務を負担
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し、その義務の履行過程においては使用
者の支配に服するが、雇用契約及びこれ
に基づく労務の提供を離れて使用者の一
般的な支配に服するものではない。労働
者は、勤務時間以外の時間については、
事業場の外で自由に利用することができ
るのであり、使用者は、労働者が他の会
社で就労（兼業）するために当該時間を
利用することを、原則として許

（ママ）

されなけ
ればならない」。
　「もっとも、労働者が兼業することに
よって、労働者の使用者に対する労務の
提供が不能又は不完全になるような事態
が生じたり、使用者の企業秘密が漏洩す
るなど経営秩序を乱す事態が生じること
もあり得るから、このような場合におい
てのみ、例外的に就業規則をもって兼業
を禁止することが許される」。
　「労働者が提供すべき労務の内容や企
業秘密の機密性等について熟知する使用
者が、労働者が行おうとする兼業によっ
て上記のような事態が生じ得るか否かを
判断することには合理性があるから、使
用者がその合理的判断を行うために、労
働者に事前に兼業の許可を申請させ、そ
の内容を具体的に検討して使用者がその
許否を判断するという許可制を就業規則
で定めることも、許される」。「ただし、
兼業を許可するか否かは、上記の兼業を
制限する趣旨に従って判断すべきもので
あって、使用者の恣意的な判断を許すも
のでないほか、兼業によっても使用者の
経営秩序に影響がなく、労働者の使用者
に対する労務提供に特別支障がないよう
な場合には、当然兼業を許可すべき義務
を負う」。
　被告の業務内容に照らすと、被告が、

過労及び機密漏洩防止の観点から兼業の
可否を判断することは自然かつ合理性が
認められるため、本件許可基準にも合理
性が認められる。
　「もっとも、過労にしても機密漏洩に
しても、どの程度の危険性があって不許
可としなければならないかは、被告の業
務内容、兼業許可を申請する労働者の担
当職務の種類や内容、兼業として勤務す
る就業先の業務内容や担当職務等を具体
的に検討すべきである」。
　原告の担当業務は交通事故発生の危険
性から適切な休息時間の確保が極めて重
要な事項であること、勤務終了後継続８
時間以上の休息期間の付与を定める本件
告示に照らすと、兼業終了後被告への労
務提供開始までの休憩時間が６時間を切
る場合に不許可とする本件許可基準には
合理性があり、第１申請を不許可とした
ことにも合理性がある。
　第２申請の不許可については、当時の
原告の労働時間数に申請兼業の就労時間
数を加えると293時間を超えること、一
日あたりの労働時間が15時間になること
から、理由がある。
　第３申請の不許可については、原告の
労働時間は許可基準の「働き過ぎ」に抵
触しないこと、法定休日はアルバイト就
労を禁止しないこと、企業秘密の内容が
明確でないことから、理由が無い。同様
に第４申請を不許可としたことにも理由
が無い。
　第３申請及び第４申請の不許可は、従
前の交渉経過等と異なる時間数を突然持
ち出しており、わずかな時間しか就労し
ないにもかかわらず、本来理由となり得
ない法定休日を理由として持ち出す等、
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「兼業による支障を真摯に検討するとい
う姿勢を明らかに欠く」。本件組合が被
告と争っていた事実等を考慮すると「第
３申請及び第４申請を不許可とした被告
の対応は、不当労働行為意思に基づくも
のと推認」される。
　これらの「不許可は、執拗かつ著しく
不合理なもので…労働契約上の許可義務
違反を超えて原告に対する不法行為に当
たる」ほか、「不許可の理由において、
被告に不当労働行為意思も推認できるか
ら、この点でも…不法行為に該当する」。
被告に、30万円に法定利息分を加えた損
害賠償の支払いを命じる。

　

ポ イ ン ト 解 説

１　問題の所在
　公務員の兼業は法律で禁止されていま
すが（国公法101条、103条、104条、地
公法38条等）、民間労働者の兼業を直接
的に規制する法律はありません。実際、
就業規則等において使用者の許可を得ず
に兼業を行うことを禁止し、これに違反
した場合には懲戒処分等の不利益処分を
予定することは広く行われています。
　兼業の禁止は、兼業により労働者が疲
労して労務提供が不十分になることや、
秘密が漏洩されることの防止を目的とし
て講じられます。しかし、法定労働時間
が次第に短縮され、総労働時間が全体と
して減少傾向にある中で、労働者の兼業
の機会は増えつつあります。さらに近年
では、一つの職では十分に生活費を稼ぐ
ことができず、生活のために兼業をせざ
るを得ない人も増えており、特にトラッ
ク運転手の労働条件は規制緩和に伴う新

規事業者の参入により低下傾向にありま
す。異なる事業場における労働時間を通
算するものとする定め（労基法38条１
項）は、兼業に法定労働時間の枠を課し
ますが、法違反の責めを負うのは法違反
の労働をさせた使用者であることからす
ると、この定め自体は兼業規制の根拠に
はなりません。
　次第に賃金が削減され、生活上の必要
性から兼業せざるを得なくなった原告
が、兼業申請拒否の適法性を争った本件
は、こうした社会状況を反映した典型的
事例といえ、今後も同種の事案が生じる
ことが予想されます。以下、兼業規制の
法的位置づけと裁判例の傾向を確認した
後に、本判決の位置づけと示唆を検討し
ます。
２　兼業自由の原則
　兼業の時間が、使用者に労務を提供す
る義務を負う時間と重複する場合、この
兼業の禁止が認められることについては
あまり争いがありません（日通名古屋製
鉄作業事件・名古屋地判平3.7.22労判608
号59頁）。一般に問題となるのは、労働
者が労務提供義務を負わない時間帯に行
われる兼業に対する規制の可否です。
　労働者は、労働契約の範囲内で労務提
供義務やその他これに付随する義務を使
用者に負うにとどまり、使用者に全面的
に支配されるわけではありません（富士
重工業事件・最三小判昭52.12.13民集31
巻7号1037頁）。労働契約関係にある当事
者は、労働契約に付随してお互いの利益
に配慮する誠実義務を負いますが、この
義務が兼業の禁止を含むとすれば、それ
は労働者に特定の使用者に専属的、排他
的に労務を提供することを強制し、労働



No.2557　労働法学研究会報32

者が労働契約を複数締結して増収を図る
道を一切閉ざすことになってしまいま
す。労働者に職業選択の自由（憲法22
条）が保障されていることもふまえる
と、労働者が労働時間外に兼業を行うこ
とは、原則として自由といえます。
　しかし、労働時間外の兼業であったと
しても、兼業による疲労や企業秘密の漏
洩等によって企業に悪影響が及ぶ可能性
がないわけではありません。そこで、労
働者の兼業の自由を侵害しない程度で、
こうした企業の必要性に対応するため、
使用者が兼業を許可制にしたり、無許可
の兼業に懲戒処分を予定したりすること
が可能な範囲はどの程度かが問われるこ
とになります。
３　裁判例の傾向
　このような問題構造から、兼業禁止規
定の適法性は、これに違反した労働者に
対する懲戒解雇や解雇等の処分の適法性
を検討する文脈で数多く争われてきまし
た。そこでは、兼業禁止の範囲と運用を
限定解釈する裁判例が主流を占めていま
す。
　タクシー運転手として勤務しながら新
聞販売店の業務に従事したことを理由と
する懲戒解雇の効力が争われた国際タク
シー事件（福岡地判昭59.1.20労判429号
64頁）では、労働時間外は特約が無い限
り兼業をしない義務は無いとしたうえ
で、懲戒解雇処分の重大さをふまえて、
「兼職禁止規定に違反するのは、会社の
企業秩序を乱し、会社に対する労務の提
供に格別の支障を来たす程度のものであ
るを要する」と、兼業禁止規定の適用範
囲を限定解釈しています。また、ハイヤ
ー･タクシーの運転手が同業他社で臨時

運転手として勤務したことを理由とする
懲戒解雇の適法性が争われた京急横浜自
動車事件（東京高判昭44.12.24労民集20
巻6号1750頁）では、禁止される兼業の
範囲を、経営上支障をきたす可能性の観
点から、継続的な雇用関係に入るものに
限定する判断が見られます。
　また、禁止規定の運用実態に着目して
同規定に基づく処分を制限する例も見ら
れます。非番の日に車の移送業務に従事
していたタクシー運転手に対する解雇の
効力が争われた都タクシー事件（広島地
決昭59.12.18労民集35巻6号644頁）では、
兼業禁止の範囲を前述の例のように限定
したうえで、使用者が従来兼業を黙認し
ていたことを一つの理由に、解雇の適法
性を否定しています（類似の事案として、
定森紙業事件・大阪地決平元.6.28労判545
号12頁、ユニヴァーサルタクシー事件・
神戸地判昭45.11.11労判114号86頁）。
　さらにより積極的に兼業を認めるべき
と判断した例もあります。許可無く長期
間欠勤し、自主映画を制作したこと等を
理由とする懲戒解雇の適法性が争われた
日本放送協会事件（東京地判昭56.12.24
労判377号17頁）では、兼業禁止規定を
置くことを認めたうえで、労務提供義務
が履行不能になるおそれが無い場合に
は、使用者の利益を侵害する等特段の事
情の無い限り、使用者は兼業を原則とし
て許可するよう羈束されると判断されて
います。
４　本判決の位置づけと示唆
　労働者に勤務時間外の兼業の自由があ
ることを前提に、兼業禁止規定の範囲を
限定解釈し、兼業を許可制にすることに
合理性を認めつつも、その許可基準の運
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用にも限定を付す本判決の論理は、以上
の裁判例の傾向に沿うものといえます。
　本件の事案としての特徴は、①兼業禁
止規定違反を理由とする処分ではなく、
兼業請求の拒否が問題となっており、兼
業の自由がより直接的な争点となってい
る点、②原告の業務が、もともと時間外
労働が予定されるうえ、不注意に伴って
発生する事故が重大である業務である点
にあります。
　まず前者①について、本件と同様に、
兼業請求の許否の適法性が争われた事件
として瀬理奈事件（東京地判昭49.11.7労
判212号52頁）があります。この事件は、
飲食店で客の自動車保管、店の案内をし
ていた従業員が、勤務終了後約２時間別
会社で勤務するにあたり、兼業許可制を
採用していた店に兼業の許可を求めた事
件です。裁判所は、一般の雇用契約にお
いては余暇に兼業をすることは原則とし
て許されなければならず、兼業により経
営秩序が乱れたり、労務の提供が不能・
不完全になったりする場合に例外的に兼
業を禁じることができるとし、これらの
事情が無い場合には、労働者の兼業の必
要性が少ないときでも、使用者は兼業許
可請求を許可すべき義務を負うと指摘し
ました。兼業禁止規定に労働者の兼業の
必要性を考慮する定めが置かれていたこ
とが影響した可能性があるものの、この
判決では兼業の許否の判断にあたり労働
者が兼業を必要とする程度を考慮する余
地を残したのに対し、本判決が、こうし
た余地を残さず「当然」に許可する義務
を負うと判断した点は注目されます。
　次に、後者②の特徴によれば、本件の
夜間トラック運転業務は、兼業を自由に

して発生した問題に事後的に対応するよ
りも、兼業を規制して問題の発生自体を
予防する必要性が高い業務といえます。
許可基準の「働き過ぎ」の基準は本件告
示を基礎とし、その後被告が主張した
253時間という労働時間の上限は、被告
の所定労働時間173時間に過労死認定ラ
イン（脳血管疾患等の業務起因性の認定
基準に関する通達・平成13年12月12日基
発1063号）の80時間を加えたことを根拠
としています。
　本判決は、こうした事案においても兼
業の自由を認める立場を崩しませんでし
た。これらの基準は、疲労の蓄積に伴う
健康被害や事故の発生を防止する趣旨を
有しており、類似の趣旨を有する兼業禁
止の合理性を判断するときの指標として
機能しうることを本判決は認めていま
す。しかし疲労の蓄積自体は、兼業以外
の家事やスポーツ等の日常活動によって
も発生します。疲労の蓄積を理由として
これらの日常生活を規制の対象とするこ
とができないことをふまえれば、疲労の
蓄積を防止するという趣旨だけでは兼業
の禁止を合理化する十分な根拠にはなり
にくいと考えられます。兼業規制の必要
性を兼業の自由を前提に吟味したうえ
で、「兼業による支障を真摯に検討する」
運用が求められているといえます。
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１　犯罪歴の秘匿

――ウチの就業規則でも、解雇理由の一
つに掲げてはあるんですが、重大な経歴
を詐称して入社した者は、そのことが判
明すれば解雇できるんですよね。
　大手食品メーカーの榊原人事課長は、
念のためにお聞きしたいという感じで、
軽く聞いてきた。
――そうですね。一般的にはそんな風に
は言えるんですが、具体的にはいろいろ

あるんですよ。
　私は、この手の解雇には些細な経歴の
秘匿を口実に、解雇しようというやり口
を幾度か経験しているので、少し慎重な
言い方をしてみた。
――でも、労基法20条の解雇予告除外認
定についても、「雇い入れの際の採用条
件の要素となるような経歴を詐称した場
合及び雇い入れの際、使用者の行う調査
に対し、不採用の原因となるような経歴
を詐称した場合」と言っていますから、
解雇は当然にできることを前提にして、
除外認定もいらないということを言って
いるんですよね。
　榊原は、少し勉強したらしく「昭
23.11.11基発1637、昭31.３.１基発111」
のコピーを示しながら言った。
――そうですね。いずれにせよ単に経歴
を詐称したかどうかということよりも、
「重大な経歴詐称」という点が大切なん
です。
　私が、依然として慎重な態度を崩さな
いことに、榊原は少し不満な様子で、
――実は、犯罪歴の詐称なんですよ。
　榊原は、「これなら問題ないでしょう」
という風に、少し背筋を伸ばすようにし
て言った。
――犯罪歴ですか、それは穏やかじゃな
いですね。
――そうでしょう。トンデモナイことで
すよね。悪意としかいいようがない。
　榊原は、改めて念を押すような言い方
をした。

２　積極的な嘘

――犯罪歴というと、賞罰の欄にしかる



労働法学研究会報　No.2557 35

べき犯罪歴を記載しなかったということ
でしょうか。
――そうなんですよ。
――念のために、申し上げますが賞罰の
「罰」については、一般的には確定した
有罪判決を言うものとされており、起訴
されて裁判中のものは含まれないし、起
訴猶予事案等までの犯罪歴は記載すべき
義務はないとされているんですよ。
――えっ、そんな解釈があるんですか？
　榊原は、絶句したように一瞬声を失
い、気を取り直したように
――でも、入社の時にあえて秘匿した行
為は採否の判断を狂わせたわけで、重大
な企業に対する背信行為ですよね。
　と、聞き直してきた。
――背信行為ですか、確かにそんな風に
も言えますが最近の裁判では「採用を望
む応募者が、採用面接にあたり、自己に
不利益な事項は、質問をうけた場合で
も、積極的に虚偽の事実を答えることに
ならない範囲で回答し、秘匿しておけな
いかと考えるのもまた当然であり、採用
する側は、その可能性を踏まえて慎重な
審査をすべきである」というものもある
んですよ。
――えっ、それは何ですか。採用審査で
とことん相手疑ってかかって慎重に採用
しろということですか。そうでなけれ
ば、騙されたほうが悪いという言い方で
すよね。
――まあ、そんな風にも言えるかもしれ
ませんね。でも、採用されるために積極
的に嘘をついたり、学歴詐称等の場合
は、解雇理由になります。
――なるほど、積極的な嘘はダメだが、
身を守るための嘘にならない程度の秘匿

はOKということになるんですね。今回
の私共のケースは、そのへんは微妙かも
しれないですね。
　榊原は少し、弱気になったようだった。

３　セクハラ歴を隠す

――まあ、つきつめて言えば「詐称」と
いうからには、単なる記憶違いやミスな
どではなく少しでも就職に有利になるよ
うに、故意に事実とは違う記載をしたり
する確信犯的な場合を言うという風に考
えてもらったらいいと思いますが…。
　私が、結論的な言い方をすると、榊原
はますます困惑した顔で、
――ますます、難しくなってきました
な。ビミョウということでしょうか。
　と、額に皺を寄せた。
――いずれにせよ、その辺の判断が難し
いので、その詐称なり、秘匿事項が現在
の仕事にどのような支障があるか、もし
くは将来支障を及ぼす可能性があるのか
を現実的に考えてみることがいいんじゃ
ないでしょうか。
――現実的な支障ですか…。あるといえ
ばあるし、ないと言えばない。
　榊原は、すっかり困惑した様子で頭を
抱え込んでしまった。
――それじゃあ、そもそもの話からご相
談した方がよさそうですね。
　榊原は、少し観念した様子で話しはじ
めた。
――中途採用の経理課長のMの件なんで
すが、ことの起こりは、部下の女性から
のセクハラの訴えなんです。仕事にかこ
つけた誘いが頻繁に繰り返されて困ると
いうことなんですよ。
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――なるほど、まさかその経理課長が性
犯罪加害者という経歴があったというこ
とじゃないでしょうね。
　私は、先ほどの話と短絡させて聞き直
した。
――ええ、そうではないんですが、まあ
似たようなことなんです。前職でセクハ
ラ事件を起こしていたんですよ。そし
て、そのことを隠して採用されたという
ことなんです。

４　個人情報が問題になる

――なるほど、でもそんなことがよくわ
かりましたね。
――ええ、その訴えてきた女性が、Mと
お酒を飲んでいた時に、彼女に「これは
セクハラではないからね」と弁明したと
いうんです。そこで変なことを言うと思
った彼女が問い詰めたら「前職で、誤解
を受けて大変な目にあった」と言ったと
いうんです。
――なるほど、それでそのことが事実だ
ったということですか。
――そうなんです。彼は独身ですから相
手を好きになるのは一向に構わないこと
なんですが、「仕事の打ち合わせ」を口
実にしながら、相手を誘うことを繰り返
すんですね。前職でも、そのことで諭旨
解雇になっている。
――えっ、そこまでわかったんですか？
――ええ、こちらもいろいろと調べてみ
たんですよ。
――それにしても、そんなことまでよく
わかりましたね。
――ええ、前の会社の人事部長さんが私
共に同情的でして「あんな奴を採用して

しまったんですか」ということで、いろ
いろと教えてくれたんです。それによれ
ば、まったく同じようなことを女性の部
下に繰り返していたんですね。それで、
問い詰められたら「個人的恋愛だ」とい
う主張で、セクハラを認めなかったらし
いんです。そこで、会社も「退職願を提
出すれば、依願退職扱いにする」という
ことにして穏便に済ましたらしいんです。
――でも、その情報取得は個人情報保護
との関係が出てきますよね。
――相手の会社も「内緒で」ということ
で教えてくれたので、公にすることはな
いんですが、Mには「言わなくてもわか
るよな」ということで、解雇しようと思
っているんです。

５　原点に戻る

――まさに、微妙なところですね。情報
の出所は言えない。言えば、逆に個人情
報保護法に触れることになるかもしれな
いということですよね。
――えっそんなことになるんですか。む
しろこちらが悪いことになりかねないと
いうことですか。
――そうです。2005年の個人情報保護法
の対象とする個人情報には、従業員は当
然ですが「元従業員」も含まれますか
ら、相手会社の立場で言えばMさんの了
解なしに、そんなことを話してはいけな
いんですよ。
――そうなると、「わかっているよな」
とは言えないということですか。
――そうですね。あくまで、本人に事実
確認をすることから始めるということで
す。つまり、今回の件を問いただしなが
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ら、彼自身から聞くということになりま
すね。
――なるほど、うっかりオーバーランを
すると、こちらが法違反を問われること
にもなりかねないということですか。
――そうですね。そこは慎重にしなが
ら、あくまで、経歴詐称ではなく原点に
戻って、今回の事件を中心に処分もしく
は解雇の問題を考えるということでしょ
うね。企業が懲戒解雇という烙印を押し
て企業から追放することがやむを得ない
かどうかという観点から判断するという
ことですね。
――なるほど、今回の訴えを中心に弁明
を聞きながら、前職での問題を本人から
言わせて、総合的に判断して結論を出す
ということでしょうか。
　榊原は釈然としない様子ではあった
が、慎重な対応が必要だということは理
解したようだった。

６　扱いにくいテーマ

　２週間ほどして、少し憔悴した雰囲気
で榊原が再度やってきた。
――お陰様で、解決するには解決したん
ですが…。
　なんとも歯切れの悪そうに口火を切った。
――すべての事実は認めたんですが、
「あくまで、個人的な恋愛でありセクハ
ラではない。前職でもそこが理解されな
かった」という主張なんですよ。「独身
の自分が職場内で部下に恋愛感情をもつ
のは自然の流れだ」ということなんです
ね。
――仕事上の立場が絡めてはいけないこ
とについての理解はできないんですかね。

　私が、あえて言うと、
――そこなんですよ。彼は「職場の恋愛
だから仕事と無関係ということは難しい
し、ある程度仕事が話題になるのは、仕
方がない」という考えなんですね。でも
「部下からは断れない」ということにつ
いては、「嫌なら断ってもいい」と言っ
たし、「嫌なら断るべきだ」という主張
なんですよ。自己チューというか、相手
の立場はわからない、想像できないとこ
ろが問題なんですかね。
　よほど、そのあたりの議論を繰り返し
たらしく、榊原はげんなりするように言
った。
――それで、結論的にはどうなったんで
すか。
――セクハラとはいえ、強引に飲みに誘
ったり、夜中に電話をするなどで、「性
的関心を示しているわけではない」とい
うことでセクハラは認めない。また、前
職での出来事も認めてはいますが「誤解
だ」ということなんですね。それで、こ
ちらも根負けして自己退職を勧めるとい
うことなんですよ。
――諭旨解雇ということですか。
――そうですね。前職でも同じことだっ
たらしいのですが…。その繰り返しとい
うことなんでしょうか。こんなことでい
いんでしょうか。
　榊原は、少し投げ出すような言い方を
した。
――仕事は出来るのですが、また同じこ
とをやりそうですよね。反省がないんだ
から…。
　榊原は、すっかりまいったという様子
でつぶやいていた。
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「事例」で考える労働法

社会保険労務士（元労働基準監督官）
北岡　大介

障害者雇用における合理的配慮の内容
〈第67回〉

Ｑ：中途障害を有する労働者に対
し、これまでシフト配置等におい
て、本人の求めに応じ配慮措置を
講じてきたが、会社の事業再編に
伴い、当該配慮を廃止したいと考
えている。当該対応は法的に問題
となるか？

　当社は路線バス運行事業を行っており

ますが、バス運転手として採用した従業

員Aが入社後、私傷病等によって排尿・

排便異常の障害を有することとなりまし

た。Aからの要望を受けて、当該申出が

あった後、勤務シフト上の配慮（午後の

遅番のみで、時間外勤務させない等の配

置）を行っておりましたが、会社の事業

再編に伴い、当該配慮措置を撤廃するこ

とになりました。これに対してAは不服

を申し立てており、当該配慮措置のない

状態における労働義務が不存在であるこ

との確認を求め、訴訟を提起してきまし

た。当該主張は認められるものでしょう

か。

はじめに
　改正障害者雇用促進法が成立し、平成

28年４月１日から障害者の雇用における
差別禁止および合理的配慮の提供義務化
が施行されます。今後、各企業において
も、当該義務化に向けた対応検討が本格
化するものと思われますが、同検討は容
易成らざるものがあります。特に障害者
雇用における合理的配慮の提供義務化
は、本改正によって新たに制度化された
ものであり、具体的にどのような対応を
なすべきか判然としません。ここでは、
まず改正障害者雇用促進法における差別
禁止と合理的配慮措置の内容を、厚労省
資料等を基に説明の上、事例検討を行う
ものです。
改正障害者雇用促進法における差別禁止
と合理的配慮措置
　改正法では新たに障害者に対する差別
の禁止を明文化しました。まず募集及び
採用段階で、事業主に対し、障害者に障
害者でない者と均等な機会を与えること
を義務付けます。また同じく賃金の決
定、教育訓練、福利厚生施設の利用その
他の待遇についても、労働者が障害者で
あることを理由として、障害者でない者
と不当な差別的取扱いをしてはならない
旨定めました。詳細については、今後、
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厚労省は法施行までに事業主が適切に対
処するために必要な指針を定め、これを
基に助言指導等を行う予定としています。
　さらに同改正法は事業主に対し、障害
者と障害者でない者との均等な機会の確
保等を図るための措置を講ずることを義
務付けました。これが「合理的配慮の提
供」の義務付けです。まず労働者の募集
及び採用に当たり、障害者からの申出が
あれば当該障害者の障害の特性に配慮し
た必要な措置を講ずることが義務付けら
れます。また雇用する障害者である労働
者について、均等な待遇の確保又は当該
労働者の有する能力の有効な発揮の支障
となっている事情を改善するため、同労
働者の障害の特性に配慮した職務の円滑
な遂行に必要な施設の整備、援助を行う
者の配置その他必要な措置を講ずること
が義務付けられました（合理的配慮の提
供）。その一方、事業主にとって配慮の
提供が「過度な負担」となる場合には、
合理的配慮の提供義務を負わないことと
しました。法施行はいずれも平成28年４
月１日です。
合理的配慮の基本的考え方について
　前述のとおり改正障害者雇用促進法に
おける差別禁止および合理的配慮の提供
義務の詳細は今後定められる指針等に委
ねられますが、本改正の建議である労働
政策審議会「今後の障害者雇用施策の充
実強化について」（以下、報告書）には、
以下の考え方が示されており、参考にな
ります。
　まず合理的配慮についての基本的考え
方を次のとおり挙げます。「合理的配慮
は個々の労働者の障害や職場の状況に応
じて提供されるものであり、多様かつ個

別性が高い」「合理的配慮は、障害者の
個々の事情と事業主側との相互理解の中
で可能な限り提供されるべき性質のもの
であり、最初から細部まで固定した内容
のものとすることは適当ではない」こと
を確認します。今後策定される指針も上
記考え方を踏まえて、労働政策審議会等
で検討されることになるものです。
合理的配慮の具体的内容について
　厚労省は改正法関係の資料において、
さしあたり想定される合理的配慮の例と
して次のものを挙げています。　

【合理的配慮の主な具体例】
●募集採用の配慮
問題用紙を点訳・音訳すること、試
験などで拡大読書器を利用できるよ
うにすること、試験の回答時間を延
長すること、回答方法を工夫するこ
と　など
●施設の整備、援助者の配置など
イ　車いすを利用する方に合わせ
て、机や作業台の高さを調整するこ
と、文字だけではなく口頭での説明
を行うこと、口頭だけではなくわか
りやすい文書・絵図を用いて説明す
ること、筆談ができるようにすること
ロ　手話通訳者・要約筆記者を配
置・派遣すること、雇用主との間で
調整する相談員を置くこと
ハ　通勤時のラッシュを避けるため
勤務時間を延長すること　など。

　前述した報告書においても、合理的配
慮の枠組みについては、①施設・設備の
整備、②人的支援、③職場のマネジメン
トに関する配慮といった枠組みで考える
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ことが適当とします。同枠組みを上記具
体例に対応させると、①にイ、②にロ、
③にハがあてはまるものと思われます。
なお合理的配慮における募集・採用段階
の配慮について、報告書は「募集・採用
時に合理的配慮を必要とする場合には、
事業主が事前にそれを認識できるように
することが求められる」とします。
合理的配慮の提供のための仕組みと実効
性担保
　同法施行後、合理的配慮の提供をめぐ
り、労使で対立が生じることも十分に予
想されます。この場合、どのように合理
的配慮の内容を決し、紛争解決が図られ
るのでしょうか。先の報告書では、まず
合理的配慮提供の実効性について次の考
え方を示します。
　「合理的配慮提供の実効性を担保する
ためには、あまり確定的に権利義務関係
で考えるのではなく、指針等により好事
例を示しつつ、当事者間の話合いや第三
者が入ってのアドバイスの中で、必要な
ものを個別に考えていくのが適当であ
る。また、個々の合理的配慮の具体的内
容は、当事者間で相談しながら決めるこ
とが重要であり、企業内で障害者からの
相談に応じる体制の仕組みを確保するこ
とが必要である。なお、障害者が合理的
配慮について相談したことにより不利益
な取扱いを受けないようにすることが必
要である。」とするものです。
　このように本件の合理的配慮の内容に
係る基本的な考え方としては、行政が事
業主にその内容を命じ決するものという
よりは、内容決定自体は当事者間に委
ね、必要に応じ行政、第三者が指針等に
よるアドバイスを行い、話し合いによる

解決の促進を図ることに主眼が置かれて
いることが分かります。問題はこの話し
合いの場ですが、本改正法では次の仕組
みによる実効性確保が図られています。
企業内外における仕組み作りについて
　報告書では、まず企業内における相談
体制の仕組みとして以下の対応を求めて
います。
●企業内での仕組み
・企業内に当事者同士が話し合うことの
できる相談窓口などの体制整備や事業主
が障害者からの相談に応じるようにする
こと
　企業内での管理者や相談に応じる者、
雇用現場の担当者には、研修などによっ
て障害特性に対し十分な理解を促す仕組
みとすること。また職場において知的障
害者等が相談しやすい環境を整えること
も必要とします。
  このように企業内における話し合いに
よって、合理的配慮の内容が定まること
が最も望ましいものですが、社内に障害
者雇用に係る専門的知見が乏しく、如何
なる措置が無理なく講じうるか、労使双
方が解を見いだせない場合も少なからず
生じる可能性があります。その際、有効
に活用したいのが社外における支援体制
です。報告書では以下の支援体制を必要
に応じ活用することを推奨します。
●企業外での支援体制
・ジョブコーチなどの外部の専門家を活
用すること
・就労移行支援事業所などとの密接な連
携の下でのハローワークや地域障害者職
業センター、障害者就業・生活支援セン
ターなどの公的な機関による適切な助
言・指導が受けられるような仕組みとする
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事業主の負担と紛争解決制度
　労使の話し合い等によって合理的配慮
の提供内容が定まるものですが、事業主
の規模、業種、経営環境等によっては、
当該配慮の提供が困難である場合も想定
されます。
　これについて、報告書は現行制度にお
いて、すでに存在する障害者納付金制度
による経済的負担への支援策が提言され
ています。中小企業等においては、今
後、新設されるであろう納付金による助
成金制度が注目されるものです。
　また改正法では、当該配慮が事業主に
とって「過度な負担」にあたる場合は、
同提供義務を負わないとします。同判断
に当たっては「企業規模、業種、企業の
置かれている財政状況、経営環境や合理
的配慮に対する経済的な支援等も考慮す
べき」とされており、今後制定される指
針において、上記項目を勘案したものが
示される予定です。ただし前述したとお
り、合理的配慮の内容は個別性が高いた
め、指針等においても一律の数値基準を
設けることはなじまないとされており、
企業の事業規模等を総合的に勘案して、
個別に判断する必要があるとしています。
　以上の合理的配慮の提供義務内容につ
いては、障害を有する労働者と企業との
間で様々な紛争が生じる懸念がありま
す。まず労働局長は合理的配慮につい
て、前述した基本的な考え方を前提にし
つつも、必要があると認めるときは事業
主に対し、助言、指導又は勧告をなすこ
とができることとしました。さらに労使
紛争となった場合は、都道府県労働局長
による助言、指導又は勧告、紛争調整委
員会の調停等を整備することとし、紛争

解決の一助としています。

Ａ　障害者雇用における配慮措置
を会社側が一方的に廃止すること
は信義則違反等にする恐れあり。
改正法施行後については、合理的
配慮内容自体が問題となる可能性
あり。

　事例のモデルとした裁判例（阪神バス
（勤務配慮）事件　神戸地尼崎支決平成
24.4.9（労判1054号38頁））は、改正障害
者雇用促進法成立前の事案ですが、改正
法に先んじるかのような判断が見られま
す。まず同判決では、事業主が身体障害
者に対し適切な配慮を行わないことは、
障害者雇用対策基本方針、法の下の平等
の趣旨に反するものとして公序良俗ない
し信義則に反する場合があり得るとした
上で、①勤務配慮を行う必要性および相
当性と、②これを行うことによる会社側
に対する負担の程度を総合的に考慮する
との判断枠組みを示しました。その上で
結論として、本件配慮の必要性、相当性
が認められ、かつ当該配慮が会社に対し
過度の負担にあたらないとし、義務不存
在確認請求を認容したものです。本件の
ように配慮措置が一方的に廃止された場
合は、会社側の信義則違反は問いやすい
といえますが、問題は新たに合理的配慮
を講ずる必要があるか、また如何なる配
慮を講ずるかが争われた場合です。この
問題については、改正法が施行される平
成28年４月１日以降に訴訟で争われる事
案も生じることが予想されるところであ
り、行政指針とともに裁判例の動向が注
目されます。
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増田明利

入り口はリーマンショック

　「派遣社員になったのはアルバイトは
ひとつみたいな感覚だったんです。次の
仕事が見つかるまでの繋ぎと思っていた
けどもう４年目。そろそろ足を洗いたい
けど先の見通しは暗いね」
　森山さん（仮名・30歳）は大型家電販
売店にテナントとして入っている携帯電
話会社で販売員として働いている。社名
の入ったスタッフジャンバーを着ている
からモバイル会社の社員かと思うが雇用
主は派遣会社、スタッフ登録してこの現
場に派遣されているというわけだ。
　森山さんは2005年に大学を卒業、事務
機器・ＯＡ機器の販売代理店に就職して
主に企業相手の営業を担当していた。
　「そこそこの数字は上げていたんです。
仕事自体は面白かった」
　ところが2008年９月に起きたリーマン
ショックで暗転することに。
　「お客さんの会社そのものが立ち行か
なくなったり、代金やリース料の未払い
が続発しましたね」
　勤めていた会社も含み資産や内部留保
金が潤沢なわけではなかった。たちまち

資金繰りに行き詰まり自主廃業という事
態に至った。
　「早い話が倒産みたいなものでしょ。
給料はきっちり払ってくれたし、少ない
けど退職金も出た。だけど、それでお終
いだった」
　仕事と収入を失ったのは2009年７月末
のこと。経営陣からは「新しい人生を歩
んでくれ。お元気で、さようなら」とあ
っただけ。再就職の斡旋や転職支援は皆
無だったという。
　雇用保険の失業手当は特定受給者とい
うことになるから７日間の待機で支給さ
れたが年齢は27歳、勤続期間が４年４ヵ
月だから90日で終了。
　「仕事探しはずっとやっていたけど失
業率がどんどん悪化していった時期でし
たから正社員での再就職は困難を極めま
した。前職と同じような募集があっても
競争率が20倍、30倍は当たり前だった」
　不動産管理会社、プロバイダ営業代行
会社、コンピュータリース会社、Ｗｅｂ
制作会社等の採用試験に臨んだが結果は
不採用の連続。失業手当も打ち切りに。
　「もう仕事の内容だとか雇用形態がど
うだとか選択肢がなくなりました。収入

男30歳、派遣社員の肖像

⑰
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を確保しなければ飢え死にですから」
　正社員の募集は少ないが派遣会社はど
こも頻繁に求人広告を出していた。
　「とりあえず派遣で収入を得る。働き
ながら平行して正社員で働ける会社、仕
事を見つければいいと思っていました」
　時給は1400円からのスタート、社会保
険にも加入できる。これなら悪くないと
錯覚した。
　「学生のときのアルバイトは時給900円
ぐらいでしたからね。1400円もくれるの
かと思った。これなら働きながら求職活
動できると期待したが現実には厳しい。
平日に休むと嫌味の嵐ですから」

派遣の立場、派遣の暮らし

　「今の仕事は携帯電話の販売と事務手
続に関する書類の作成です。やっている
ことは派遣先の正社員とまったく同じ」
　派遣先のスタッフは総勢20人。だけど
モバイル会社の正社員は６人だけであと
はアルバイトと森山さんたち派遣社員の
混成部隊だ。
　「正社員の人たちにはノルマみたいな
ものがあるみたいですね。とにかく売
れ、他社から乗り換えさせろと厳命され
ているようです」
　だから使い方がよく分からないので教
えてくれという人や建物の中に入ると電
波状態が悪くなる等のクレーム処理は派
遣社員に押し付けられる。「買わない奴
は雑魚」みたいな雰囲気だという。
　「さすがに口に出して言わないけど、
派遣は手下みたいな感覚があるんでしょ
うね。クレーム処理や掃除、後片付けは
派遣がやるものと思っている人が多い。
便利屋みたいな扱いだと痛感します」

　職場では派遣の方が正社員よりも忙し
く働いているのにだ。
　「管理職や年長者ならまだしも、かな
り年下の正社員からも命令口調で「こ
れ、やっといて」と仕事の指示を出され
ることが結構あります。こっちは大人で
すから怒ったりしませんけど、いい気分
ではありませんね」
　仕事中の会話は連絡事項のみ。休憩時
間も皆バラバラ。仕事終わりに飲みに行
くようなことは一度もない。
　「経済的にも豊かさとは無縁ですね」
　時給は勤続４年目になっても1400円に
据え置かれたまま。月収は額面で約23万
円、手取りだと19万円ほど。
　「埼玉の安アパートだから何とか暮ら
していけるという感じかな。これが欲し
いという物欲はなくなっていくし、こう
いうことをやってみようかというアグレ
ッシブな気持ちも萎えます。すべては金
銭的な不安なのだと思う」
　正社員で働いている人たちへのコンプ
レックスも時間の経過と共に増幅してい
っている。
　「最近、高校や大学のときの友人や年
齢の近しい親戚が結婚していっている。
招待状が届くたびに鬱々としますよ」
　招待してくれる人は自分より収入があ
るのに死活問題レベルの３万円を祝儀袋
に入れて祝っている。「このままでは一
生、祝福されることはないのに」と僻ん
でしまうのだ。
　「学校を卒業したら普通に会社に勤め、
そのうち結婚して、子どもができて。仕
事が終わって家に帰れば奥さんが料理を
作って待っている」
　こんな人生が普通だと思っていた。だ
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けど普通に辿り着けない。
　「今は将来のことはなるべく考えない
ようにしています。考える余裕はない
し、考えると余計に暗くなるから」
　それでも、心の片隅には「頑張って人
に言える仕事に就きたい」という思いは
ある。やり甲斐もなく淡々と仕事をこな
す毎日から抜け出したい。

絶えない気苦労

　「現在の仕事そのものには不満はない。
技術者として相応の処遇はしてもらって
いるから。けれどもそこは派遣社員です
から派遣先の正社員との関係には気を遣
っています」
　こう語る藤浪さん（仮名・31歳）は技
術系に特化した派遣会社のスタッフ。専
門は情報処理でＳＥ兼プログラマーとし
てクライアント先に派遣されている。
　仕事が途切れたら即失職という一般型
派遣ではなく常用型派遣だ。
  これまでに金融機関や自動車関連企業
に派遣され、事務・会計処理に係わるシ
ステム設計や製造ラインに配置されてい
るコンピュータ制御の工作ロボットを動
かすプログラムなどを制作してきた。
　「２年前に大手電気メーカー直系のシ
ステム開発会社に異動となり、病院の会
計ソフトや物流会社の仕分けシステムな
どを設計しています。仕事自体はやり甲
斐があるし面白い」
　とは言え、職場での立場はあくまで派
遣社員。正社員ではないから立ち位置が
微妙なのだ。
　「正社員だったら後輩を叱ったり、上
司の仕事の進め方に注文を付けられるで
しょうが派遣では絶対にＮＧです」

　職場でコンビを組んでいるのは派遣先
企業の正社員で入社２年目の若手君。こ
の人は仕事の段取りが良くない。
　それでも「お前、効率悪いなあ」と言
うのは憚られる。派遣社員は「出る杭」
になってはいけないのだ。
　「こいつがトロイお蔭で残業代が稼げ
ると思っていますよ」
　自分の価値をそれとなくアピールして
おくのも派遣社員の生きる術だ。
　「ミーティングなどで何か質問された
り意見を求められた場合、分かってなく
ても分かった体を装うんです。すぐに調
べて間違っていたら訂正する」
　分かりませんというより、さっきは勘
違いしていましたと言う方が「できる人
間」と思われるということだ。
　派遣社員の微妙な立場は仕事以外の時
間も続く。
　「正社員の人たちから求められるまで
求めないというのも大事ですよ。自分か
ら食事や遊びに誘うことはない。先方か
ら声を掛けられたら一緒する」
　趣味の話も同様だ。藤浪さんは釣りが
好きで房総や三浦半島へよく行く。一度
そういう話をしたら派遣先の上司に「今
度、俺も誘ってくれよ」と言われたがそ
れっきり。
　「具体的に聞かれたり誘われない限り
自分から声を掛けることはありません
ね」
　大抵はその場限りのことで、いざとな
ると面倒と思われたりするからだ。
　「まっ、上っ面の付き合いに終始して
います。受け持つ仕事が完了したりプロ
ジェクトが中止になったら派遣終了。次
の職場に移されるわけだから」
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　派遣は一匹狼、群れることはない。

漠然とした不安

　「仕事そのものには不満はない」と言
う藤浪さんだが、１年ほど前から派遣社
員でいいのか、大丈夫かという不安が湧
いてきている。
　「大規模な案件は自社で内製化して外
部に委託することを止めたり、セキュリ
ティー上、非正規の派遣社員は関わらせ
ないようなことも起き始めています」
　仕事がなくなれば常用型派遣といえど
も失業の危機がある。
　「その会社の正社員だったら配置転換
ということが可能でしょう。でも派遣は
担当する職務が消滅したらお終いだ」
　製造業と同じで最近は人件費の安い中
国やインドのソフトハウスに仕事を丸投
げするところが出てきていることも不安
に輪を掛ける。
　プログラマーの仕事が中抜けされたら
システムを24時間３交代で運用・監視す
オペレーターぐらいしか仕事がない。
　「あとは派遣のイメージの悪さですね。
正社員より下と見られている、両親や彼
女には正社員になってと言われてます」
　現実の問題として、結婚してマイホー
ムをとなっても派遣社員というだけで金
融機関はローンを組んではくれないだろ
う。何かあったとき、真っ先に切られる
のは非正規社員。収入が途絶える可能性
が高い派遣社員は信用度が低い。
　「今の現場でも40歳以上の人は数人し
かいません。20代半ば頃は技術があれば
と思っていたけど今は将来が不安です
ね」
  製造業にしろ卸小売業にしろ現場にい

るのは40代半ば頃まで。あとは管理職に
なって行政職的な職務に移行したり他部
署に異動して別の職務を担当するのが慣
例だ。ところが派遣会社ではこのような
異動はまず不可能。技術者というと聞こ
えがいいが、現場から離れたら潰しが効
かない。
　「派遣切りが社会問題になったあと、
当時35歳前後の人たちがゴソっと辞めて
いきました。皆さん「将来が不安」と言
っていました。その気持ちはよく分か
る。わたしのような常用型派遣は派遣会
社の正社員という言い方をされるけど、
所詮は派遣スタッフ。嫌な言い方になる
けど駒のひとつに過ぎないのだから」
　辞めた人たちはソフト開発会社やホー
ムページ制作会社、パソコン教室の講師
などに転身していったが、IT大手に移
ってプロジェクトマネージャーやITコ
ンサルタント等にキャリアアップした人
はいない。それどころかコンピュータの
世界から足を洗った人も多数。
　「まったく畑違いの不動産営業に転身
したり、簿記会計の専門学校に入り直し
た人もいましたね」
　藤浪さん自身はと言うと、ソーシャル
ゲームやスマホのアプリ開発エンジニア
は不足している。必要なスキルは異なる
が転身の機会を窺っているという。
　「ソーシャルゲームは規制が強まる可
能性があるけど、ネット業界自体は今後
も伸び続けることは確実だと思う」
　転身するならこの１～２年が正念場、
技術者でも派遣は危険だと思うのだ。
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小さな署の大きな出来事

甦った記憶

　少し前、知人から産業保健関連の雑誌
を手渡され、「この記事に載ってる『課
長』って、まこやんさんのことではない
ですか？」と言われた。
　目を通すと、その記事は、かつて、私
の部下だったＡさんが「メンタルヘルス
対策」をテーマとして寄稿したものだっ
た。そこには、
①若い頃からメンタルの病に悩んでいた
こと
②田舎の小さな署に転勤した際、意を決
して、上司の課長に告白し、「入院治療
のため２カ月の休暇」を申し出たこと
③赴任早々、職場に大きな迷惑をかける
ことになったにもかかわらず、署長をは
じめ、職場のみんなが「何も心配するな」
と言って私を送り出し、療養後は何事も
なかったかのように迎え入れてくれたこ
と
④復帰後も、メンタルの病と向き合う生
活が続いたが、温かい職場に見守られつ
つ、やがて症状が軽快していったこと
　という思い出が綴られていた。一読し

て、15 年以上にもなる昔の記憶が甦っ
た。そして、その中でひときわ強く甦っ
たのは、その時の署長の言動だった。

「そんなことは、後でええんや」

　30 歳代半ば、私は京都の小さな署に
初めて課長として赴任し、同時に直属の
部下として他県からＡ君が着任した。年
度が始まって２週間くらいたったある
日、仕事を終えたＡ監督官から「メンタ
ル疾患」を打ち明けられ「入院治療のた
めの長期休暇」を申し入れられた。少な
からず驚きながらも「わかった、明日、
署長には俺から話しておくから心配せん
とき」と言い、翌日署長に報告をしたの
だが、署長の反応は意外なものだった。
　Ａ君の状況についてひととおり説明し
た後、私が「Ａ君が抜けた間の業務です
が…」と切り出すと、署長はそれを制止
し、「そんなことは後でええんや」と言っ
て、すぐに庶務担当者を署長室に呼んだ。
そして庶務担当者に状況を説明した上

・Ａ君の年休取得可能日数はどれだ
けか
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・これまでどれくらいの病気休暇を
とっているか
・現状の休暇を踏まえ、賞与などで
不利益を被らないギリギリの病気休
暇日数はどれだけか
・トータルでどれだけの休暇日数な
ら、大きな不利益に至らないか
・カレンダーも考慮し、いつから休
暇をとれば一番有利か
・これらのことを直ぐに調べてくれ

　と指示した。
　そして本人を呼び、
　「職場のことは何も心配せんでええ、
きっちり治してこい」
　「このことは誰にも言うな」
　「俺がうまいこと言うといたる」
　とだけ言って、庶務担当者に休暇制度・
給与制度・休暇開始日・休暇日数に関す
る説明を行わせた。
　こうしてＡ君の休暇スケジュールが決
まると、今度は一転して各部署や上局と
も協議・調整をし、「Ａ君不在時の署内
業務運営の対応（諸行事の時期変更や応
援など）」を速やかに進め、あっという
間に必要な業務体制を整え終えた。

未だ域に達せず

　民間企業にせよ、役所にせよ、それぞ
れの組織には使命があり、使命を遂行す
るために組織は存在する。しかし組織を
構成しているのは生身の人間である。
　「人を何よりも大切に」という感覚が、
組織には絶対に必要だと思う。
　景気が悪くなり、会社に余裕がなくな
り、職場から「やさしさ」が失われ、メ

ンタル疾患による長期休業者が増え、そ
れが他の労働者の負担増大を招き、さら
にそれがメンタル疾患発症者の増大をき
たすという連鎖を見るにつけ、強くそう
感じる。
　だからこそ「そんなことは後でええん
や」という署長の言葉は今なお強く私の
記憶に残る。
　あの時、「瞬時に、かつ、まず最初に、
職員のことに気持が届く感覚」には本当
に驚かされ、「人の上に立つ人間は、こ
うでないとあかんのやなあ」と深い感銘
を受けたものである。
　今でこそ厚生労働省から様々な指針※

が示されているが、それが策定されるよ
り遥か前、署長はこともなげに、ごく自
然にそれを実践していた。
　あれから 15 年余り…役職だけは人の
上に立つことになったが、
　「まだまだあの時の署長の域には達し
ていないなあ」
　と感ずる。
　「職員が機嫌よく安心して働ける職場
を」と心がけているつもりだが、当時と
同じ規模の小さな署で勤務している今、
それを実践する難しさを、改めて感じて
いる。
※「メンタルヘルス指針」「職場復帰支援手引

き」などでは、「メンタル疾患者のプライバシ

ーの保護」や「長期休職となる労働者の安心感

の熟成のための対応（休暇制度の仕組みの説明

など休業中の経済的将来的不安を解消するため

の配慮）」が示されている。

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

この記事はHP「まこやんが行く」あるいは「労

働Ｇメンまこやん」から著者の許可を得て無償

転載したものです。（編集室）
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i n t r o d u c t i o n  

『精神障害の労災認定と
企業の実務対応』
北岡大介 著

日本リーダーズ協会
1900円＋税

　本書では、本会報の連載でもおなじ
み、元労働基準監督官である著者が、精
神障害と労災認定をテーマに、実務上の
課題を解説している。
　全４章と「資料編」からなるが、第１
章「労災認定基準について」では、読み
解くのに苦労する認定基準について、そ
の変遷から紹介し、長時間労働と健康障
害の関係、新認定基準の特徴をわかりや
すく書いている。近年、問題になりがち
な職場いじめ、嫌がらせについては、特
にページ数を割いている。
　第２章「精神障害の労災認定のケース
スタディ」では、従前の判断指針に基づ
く行政判断が裁判所で取り消されること
が多かったことが新認定基準の策定に影
響を与えたという見立てのもと、取り消
し訴訟を詳しく見ながら、それぞれの判
決から学ぶべき点を抽出する。実際の裁
判例をポイントを紹介した後で、新認定
基準であれば業務上外のどちらになるか
が書かれているので、実務上の課題、対
策が浮き彫りになってくるだろう。取り
上げるケースも「慢性的な長時間労働」、
「急激な仕事量の増加」、「サービス残業」
「海外赴任」、「仕事と適性のギャップ」、
「パワハラ」、「いじめ」とタイムリーな
事案が並べられている。
　第３章「労災認定事案の防止対策につ
いて」は、第１節～第４節で構成されて
いる（労働時間管理、配転等、パワハ
ラ、衛生管理体制といった４つの視点か

ら労災防止対策が検討されている）。
　労働時間管理がなぜ重要なのかという
点から書き起こし、「労働時間数」が近
年の精神障害の労災認定上極めて重要で
あるから、部下の労働時間数の「見える
化」、そして「ダラダラ残業」の防止が、
労災防止の肝であると指摘している。ダ
ラダラ残業については、詳細な記述がな
されているが、これを読むと、使用者と
してダラダラ残業は「あってはならない
こと」であり、すぐに対応しなければな
らない、ということがよくわかる。パワ
ハラを説く節でも人事部門がパワハラに
対してどう動くべきかが、本当にわかり
やすく書かれおり、パワハラ防止のため
には、何よりも従業員教育に尽きると教
えている。
　第４章「労災申請がなされた場合にお
ける会社側対応」は５つの節に分けて書
かれている。
　労災申請がなされた場合の５段階、
「請求段階」、「申請に対する決定処分と
段階の対応」、「民事損害賠償請求への対
応」、「労災補償給付内容と給付額」、「精
神障害の労災認定と解雇について」につ
いて書かれているわけだが、請求段階で
の労基署調査ではどんなことが質問され
るのか、労災補償給付内容と給付額の段
階で二重就職者の給付基礎日額はどうな
るのか、などといった点についての言及
もしっかりとなされている。
　巻末の資料編は、行政通達が中心にな
っているが、207頁以下の「使用者申立
書例」は10頁以上にわたって記載されて
いる。これから増えるであろう精神障害
の労災認定に関する労使トラブルにおい
て、これは実務担当者を大いに助ける
「ひな型」といえるだろう。
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